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            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              ９時00分 開議 

              〔４番森本 夫議長席に着く〕 

○議長（森本 夫君） おはようございます。 

 ただいまから再開します。 

 本日の会議を開きます。 

 本日の日程は、お手元に配付のとおりです。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１ 一般質問 

○議長（森本 夫君） 日程第１、一般質問を行います。 

 お手元に配付しております一般質問一覧表のとおり、通告順に従って、３番中岩議員の一般

質問を許可します。 

 ３番中岩君。 

○３番（中岩和子君） おはようございます。 

 それでは、一般質問させていただきます。 

 心優しいまちづくりについて、ちょっとお尋ねをいたします。 

 本町は、観光の町でもありますし、高齢化も進んできております。ちょっとした優しさが本

当に大切ではないかと思います。バス停にベンチがある、町内のグラウンドに観戦ベンチがあ

る、ウオーキングコースに休むベンチがある、そのようなちょっとした気配りのあるまちづく

りはできないものでしょうか、いかがですか。 

○議長（森本 夫君） 総務課長潮崎君。 

○参事（総務課長）（潮崎有功君） お答えいたします。 

 まず、そのバス停のベンチということでしょうか、町営バス色川線、そして太田線、走らせ

ております。国道沿いのバス停につきましては、現在、熊野交通のバス停を利用させていただ

いてございます。 

 熊野交通に聞きましたところ、国道関係につきましては、国交省との占有権の占有許可の関

係があるということで、熊野交通としては国道沿いにつきましては、ベンチは置いていないと

いう答えをいただいてございます。 

 町有バスにつきましても、その熊野交通のバス停を利用させていただいておるという関係

で、那智谷もそうなんですけども、特に町として特にベンチを置くというような予定はござい

ません。 

○議長（森本 夫君） ３番中岩君。 

○３番（中岩和子君） いろいろそのかかわりがございますでしょうけど、その地域、地域によっ

てお年寄りの方がバス停で立ってるというふうなこともございます。 

 那智駅のバス停などでは、皆さん御自分で持ってらしたんでしょうね、いすなどが置いてお

ります。そういうふうなことを考えましても、不可能ではないと思いますんで、ぜひそういう
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ところも検討していただきたいと思うんですが、いかがでございますか。 

○議長（森本 夫君） 総務課長潮崎君。 

○参事（総務課長）（潮崎有功君） 熊野交通に確認いたしましたところ、バス停にベンチを置い

ているところがあるということ、それについては個人的に勝手に置かれているという判断をし

ているようです。迷惑しているということでございました。そういうことで、その国道で那智

谷、熊野交通の関係ですけども、それ以外の熊野交通と競合しないような場所につきまして

は、乗客数であるとか、設置場所、安全性であるとか管理等考えながら、今後検討させていた

だきます。 

○議長（森本 夫君） ３番中岩君。 

○３番（中岩和子君） ぜひそういうふうなちょっと気配りのある優しいことを検討していただき

たいと思います。 

 その次にですが、今回教育センターが三川小学校に移転するということで、公民館活動に参

加している方々がとても交通の便が悪いということなんです。自転車で行くにはあのトンネル

を抜けて、歩道がないので非常に危ないし、ましてや夜などはなおのこと危ないということな

んです。 

 そういうことで、その三川小学校へ行く交通のアクセスというんか、バスというんか、そう

いうふうなことを何かお考えでございますでしょうか。 

○議長（森本 夫君） 教育次長小玉君。 

○教育次長（小玉常夫君） 教育センターがこの７月いっぱいの予定で三川小学校へ移る予定でご

ざいます。確かに、従来今の場所にある関係で、朝日町の方とか勝浦地区の方については、大

変不便になろうかと思います。 

 ただ、教育センターそのものにつきましては、地域全体とした施設なもんで、従来から下里

や太田、宇久井地区の方らについては、自動車なり何なりの交通手段で来ていただいているよ

うな現状でございます。このような状況になりましたので、従来利用されてる方についても御

理解していただいて、御協力のほうお願いしたいと思います。 

 また、教育委員会としましても、現在国のほうで湯川地区の歩道を整備されております。今

後とも、那智中学校の生徒も通学路になっておりますんで、勝浦地区に向けてぜひとも早期の

完成、国のほうへ引き続いてお願いしていく所存でございます。よろしくお願いします。 

○議長（森本 夫君） ３番中岩君。 

○３番（中岩和子君） 町長は、今回三川小学校へ移転するに当たって、そういうふうな交通のア

クセスとか、そういうことを考えてくださっておられたんでしょうかね、ちょっと町長にお尋

ねします。 

○議長（森本 夫君） 町長寺本君。 

○町長（寺本眞一君） お答えします。 

 元来、地域である施設ができると、そうするとそういう巡回バス等っていうアクセスは考え

ておりませんでした。それは、もちろん従来町内で中心地にある施設については太田にしろ、
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先ほど次長が言いましたように那智谷にしろ、そういう自分の交通手段の中で参加していただ

くというのは原則かと思われます。 

 そういった中、子供たちの安全の面につきましては、先般も紀南事務所のほうへ行きまし

て、早期に歩道の完成をお願いしてきたところでございます。そういった面の整備は今後早急

に要望し、施設の整備を行ってはいきたいと思いますけども、巡回バス等アクセスについて

は、そういう経費がかかる面については、今のところは考えておりません。 

○議長（森本 夫君） ３番中岩君。 

○３番（中岩和子君） 別に近くの方やなくても周辺の方々でも、その公民館活動に参加したいと

いう方が大勢おられます。そういうところがお年も召してきて車の運転もできなくなる、交通

の便も悪い、１時間に１本ぐらいしかない、そういうふうな状況の中で、少しでも町民全体に

サービスを受けられるように、ぜひこの巡回バスとか、そういうふうな交通アクセスを考えて

いただきたいと思いますんですけど、町長いかがでございますか。 

○議長（森本 夫君） 町長寺本君。 

○町長（寺本眞一君） 太地のような小ぢんまりとした行政区域であれば、それも可能かと思うん

ですけれども、うちの町内においては、それをやりますと太田地区路線、下里、浦神路線地

区、色川地区、宇久井地区、那智谷地区と、そういったところを走らすということは、現実的

には私は無理かなあとは思います。 

○議長（森本 夫君） ３番中岩君。 

○３番（中岩和子君） 別に太地みたい狭いとこだけやなくて、新宮市でもやっておりますんです

からね、いろいろ工夫をしていただいて、ぜひそういうふうな町民みんながサービスを受けら

れるようなことをよろしくお願いしたいと思います。町長いかがですか。 

○議長（森本 夫君） 町長寺本君。 

○町長（寺本眞一君） 新宮市、市内バスは走ってるのは承知しております。それを、そしたら熊

野川町全域までそういうことを巡回バスとして走らせてるかというたら、そうではないと思い

ます。 

 どこというんですかね、熊野川の奥で出てくるまで、日足までの補助とか、いろいろやって

ますけども、そういった中で、うちはその５路線を運営するのにどれぐらいの試算がかかるか

ということから考えますと、色川路線と太田路線で約1,400万円ぐらいかかってるんですか

ね、そういうことから考えましては、さらに3,000万円ぐらいを投入してということになりま

すと、それも教育センターの利用のする午後５時か６時か、最終９時、10時になるような感じ

の巡回バスというのは難しいかと思います。 

○議長（森本 夫君） ３番中岩君。 

○３番（中岩和子君） その教育センターだけじゃなくて病院へ行くとか、いろんなところでもで

きるような方法を考えていただきたいと思います。 

 本当に心優しいまちづくりというのはそういうことやないかと思いますんで、ぜひそういう

ふうなことも検討していただきたいと思います。よろしくお願いします。 
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 今、町長はできないと言うんですから、なんですけど、でもぜひ考えていただきたいと思い

ます。町長も以前からそのようなことは考えておられたと思いますんで、よろしくお願いした

いと思います。 

 それでは次に、防災についてお尋ねいたします。 

 ３月11日に起きた東日本大震災は、今まで想像もしなかった大変大きな災害でした。お亡く

なりになられた方々の御冥福をお祈りするとともに、被災された方々に心よりお見舞いを申し

上げたいと思います。また、一日も早い復興を願っております。 

 今、30年の間に、こちらのほうも84％起きるのではないかと言われております東南海地震が

とても心配されております。このような状況の中で、浜岡原発の中止もされるという状況もあ

ります。和歌山県も防災について見直しをしておりますが、本町におきましても防災対策の見

直しをやるべきだと思いますが、町長のその防災に対するお考えをお聞かせください。 

○議長（森本 夫君） 町長寺本君。 

○町長（寺本眞一君） その点につきましては、担当のほうに指示して今見直しを進めているとこ

ろでございます。 

○議長（森本 夫君） ３番中岩君。 

○３番（中岩和子君） それでは、町内の避難路の状況を教えていただきたいと思うんです。それ

ぞれの宇久井から下里までのずっと全体のところの中で、今、町のほうで把握している避難路

というのはどういうところにございますんでしょうか。 

○議長（森本 夫君） 総務課長潮崎君。 

○参事（総務課長）（潮崎有功君） 避難路ということでございますが、当町といたしましては緊

急の避難場所、１次避難場所の指定は行っておりますけれども、特に避難路、ここを通ってい

きなさいよというような指定はしてございません。 

 ただ、今回の東日本の震災、一刻も早く高いところにという教訓を生かして、今後緊急避難

場所の整備は必要になってこようかと思います。 

○議長（森本 夫君） ３番中岩君。 

○３番（中岩和子君） 町民の方が避難路の整備をしてくださったりしているようなところもござ

います。本当にありがたいことだと思います。そういうふうないろんなところで、とにかく津

波が起きたら高いとこに逃げなあかんというのがこの間の震災で本当につくづく感じたんです

けど、それが津波のこの間の速さが時速20キロで走ってくるというようなとても人間では逃げ

られないんやないかというような状況があったそうでございますけど、そういうところでとに

かく高いとこへ逃げるというても自分の裏の山、ぱっと逃げるとか、そういうふうなことしか

できないと思うんですけどね。 

 そういうふうな中で、要所要所にそういうふうな避難路の整備をもう一度、点検していただ

いて、そしてそういうところに誘導灯を設置していただくようなことはできませんでしょうか

ね。 

○議長（森本 夫君） 総務課長潮崎君。 
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○参事（総務課長）（潮崎有功君） 今議員言われましたように沿岸地域、自主防災と区で独自に

取り決めて避難路をつくっておるというところもございます。今後、整備の必要な地区につき

ましては、町と地区の取り組みを進めていきたいと思います。 

 それと、誘導灯の関係でございますが、本定例会の第１日にくすりの森山裏の温井株式会社

の私有地をお借りして、第１次避難場所として指定させていただきました。そこに小坂山にも

あります誘導灯20基、それと緊急避難場所である看板の設置の予算を御可決いただいておりま

す。今後そういうふうな取り組み、積極的に取り組んでいきたいと考えてございます。 

○議長（森本 夫君） ３番中岩君。 

○３番（中岩和子君） それぞれの地区で自主防災の方が活躍してくださっております。 

 そういう中で、それぞれの地域において、ちょっとしたその誘導灯をここは夜でもわかるよ

うな、そういうふうな誘導灯を要望があれば町のほうで用意をしていただけますんでしょう

か。 

○議長（森本 夫君） 総務課長潮崎君。 

○参事（総務課長）（潮崎有功君） 今後そういう避難路の設置ということが大切になろうかと思

います。その要望に応じまして検討させていただきたいと思います。 

○議長（森本 夫君） ３番中岩君。 

○３番（中岩和子君） ぜひそういうふうにして、どなたでも夜でもわかるような状況にしていた

だきたいと思います。 

 北浜のほうなんかも浦島山ですか、北浜の裏のほうに、あそこのところでもこうして地元の

方が草刈りしてくだすったりして避難路をしてくださっておりますけど、夜なんかでしたらち

ょっと道のところがわかりにくいとか、そういうふうな誘導灯があればとても安全に逃げるこ

とができると思いますんで、ぜひそういうふうなことを検討していただきたいと思います。 

 それが町民の方は、地元の方はどこに避難路があるというのがよくわかっておられると思う

んです。ただ、町民の方が自分のところにいつもおるというわけじゃないんで、どこにいてで

もいざというとき、その避難場所がわかるようなその避難場所、それから避難路がわかるとい

う町独自の防災マップ、そういうものが必要になってくると思うんですけど、そういうふうな

作成は御予定ございませんでしょうか。 

○議長（森本 夫君） 総務課長潮崎君。 

○参事（総務課長）（潮崎有功君） 防災マップにつきましては、平成17年に現在作成しておりま

す防災ハザードマップを各戸配布してございます。この基準につきましては、平成17年の地震

の３連動を基本にした県の指導によるものでございまして、今回の東北の震災に関係しまし

て、県が見直しを行っているところでございます。それに基づきまして、地震津波規模のデー

タが、県のデータが出た段階で当町のハザードマップも検討、必要があれば内容を修正した

い、このように考えてございます。 

○議長（森本 夫君） ３番中岩君。 

○３番（中岩和子君） もちろん、県のほうは今見直しをやっておられるということでございます
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んで、多分、多分と言おうか、県のほうからそういうふうな防災マップが出ると思います。そ

れに基づいてうちのほうもやられるんでしょうけど、その中に避難路がどこにあるとかという

ふうなちょっとした何というんか、書き込みというんですか、そういうふうなものを入れてい

ただく予定はございますでしょうか。 

○議長（森本 夫君） 総務課長潮崎君。 

○参事（総務課長）（潮崎有功君） はい、今後不備な点は改良いたしまして、新しいハザードマ

ップ作成に取り組みたいと考えてございます。 

○議長（森本 夫君） ３番中岩君。 

○３番（中岩和子君） ぜひ町内の方がどこにおってもその避難路、避難場所、そういうふうなん

がわかるような、そういうふうなマップをぜひお願いしたいと思います。 

 それから、避難訓練についてお尋ねいたしますが、各区で自主防災の活動の中で避難訓練を

やっていただいておりますけど、どこら辺でどのようにしてその避難訓練をやっておられます

でしょうか。 

○議長（森本 夫君） 総務課長潮崎君。 

○参事（総務課長）（潮崎有功君） 避難訓練の実績と申しますか、平成22年度の訓練の実施状況

を少し報告させていただきます。 

 平成22年度でございますが、５つの地区、区といたしまして14区で避難訓練が行われまし

た。まず、勝浦地区の１区から６区までの合同訓練、10月、それと同じく10月に天満区の避難

訓練、11月に浦神東地区の訓練、11月に浜ノ宮区の訓練、年明けまして１月に宇久井地区の訓

練、22年度につきましては５つの地区、14区で避難訓練が実施されてございます。この６月に

も、本年度ですけども、高芝、粉白、八尺鏡野地区が小学校と合同で避難訓練を予定してござ

います。 

 避難訓練の予定については、以上でございます。 

○議長（森本 夫君） ３番中岩君。 

○３番（中岩和子君） 皆さん危機感を持って訓練をしてくださってると思います。 

 ところが、その津波の被害が少ないんやないかと思われてるようなところで余り訓練をやっ

てないように思われます。それで、それぞれのところで、またやられるのもまた大事なことだ

と思いますけど、それ以外に町全体で避難訓練をする、どこにおっても私たちがこうして役場

へ来てたら、役場の近くでその日にあればどこへ逃げるとか、そういうふうな感じの町全体の

避難訓練をすることはできませんでしょうか。 

○議長（森本 夫君） 総務課長潮崎君。 

○参事（総務課長）（潮崎有功君） 町全体となりますと広範囲にもなります。今のところ、そう

いう地区の避難訓練というのを中心に実施してございます。今のところ、全体での避難訓練と

いうのは考えてございません。 

○議長（森本 夫君） ３番中岩君。 

○３番（中岩和子君） やっぱり一斉に、それこそサイレンを鳴らしてやないですけど、そういう
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ふうな避難訓練をすることによって、本当に皆さんの防災意識が高まると思います。那智川の

ほうでしたら、那智川はひょっとしたら津波が上がってくるんねやないかとか、そういうふう

ないろんな状況がございますんで、町全体でやりますと、また防災訓練を一斉にやりますと防

災意識が高まると思いますんで、この間の津波のときでも避難されてない方が本当に大勢おら

れたということで、もし大きなことが起きれば大変なことになりますんで、町全体で一度そう

いうふうなことをやっていただける予定はございませんでしょうか、町長。 

○議長（森本 夫君） 町長寺本君。 

○町長（寺本眞一君） 町全体というのはなかなか難しいかと思います。 

 課長も言いましたように、地域地域でその積み重ねが防災意識の啓発につながっていくんじ

ゃないかなあと、ただそのときに市野々地区でありましたら、津波っていうことに余り意識は

ありませんけれども、防火については区の清掃の後とか、いろいろな面でそういうこともやっ

ておりますし、そういうことの要請をこれから受ければ、そういうことで対応しながら防災意

識、また震災のそういう重点的な意識についての啓発は進めてまいりたいと思います。 

○議長（森本 夫君） ３番中岩君。 

○３番（中岩和子君） のど元過ぎれば熱さ忘れるじゃないですけど、こういうふうな意識をずっ

と継続していけるような指導をぜひしていただきたいと思います。 

 今回の震災は、本町はもちろんのことながら、日本じゅう、世界じゅう大変なショックでし

た。そんな中、真心の救援募金活動も盛んに行われております、本町でもそうですが。日本は

古代から大地震や津波の被害を経験しております。江戸時代には、安政南海地震や安政江戸地

震など天災が続いたそうです。その江戸時代、老中松平定信は災害救援制度として七分積立制

を実施し、災害時の窮民救済の準備金にしたそうです。それで、それが明治５年、東京府に接

収されるまで続いたそうですが、現代も災害時には同じではないでしょうか。被災者生活の復

興が第一です。災害弱者は、自力での生活再建には大変厳しいものがあります。本来、国民の

最低限度の生活を保障するのは国の役割ではありますが、今の状況を見ておりますとすぐに対

応はできておりません。 

 町長、本町ではそのような非常時に対応ができるような町独自の災害基金を設立してはいか

がでしょうか、町長にお尋ねします。 

○議長（森本 夫君） 町長寺本君。 

○町長（寺本眞一君） 金額的にそういうことが幾ら基金として積んだらいいのかっていうのはわ

かりませんけれども、今のところそれだけの余裕が、行政で基金積み立てていくということに

なれば、今後の検討課題とはなろうかと思いますけど、今のところなかなか難しいんじゃない

か、この東日本震災につきましても、国のほうで４兆円の災害復興の補正の予算がつきまし

た。そういった大きなところの補助、援助というんですか、そういうところは中心にやらざる

を得ないんじゃないかなと、ただ１億円積んどいたから緊急にやるとかっていうんじゃなく

て、そういう災害が起こったときにはできる限り支援できるような体制はつくりたいと思いま

すけれども、基金っていうのは幾ら積んで安心とかというのがなかなか小さな、この震災のあ
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れを見たときに小さなお金ではございませんので、なかなかその辺、うちの規模では難しいか

なあと思います。 

○議長（森本 夫君） ３番中岩君。 

○３番（中岩和子君） 大きなお金は、国の大きなお金というんですか、大きなそういうふうな救

援は国のほうでやっていただくのがまた当然やと思いますし、また今の状況を見ましてもそう

だと思います。ただ、それまでのつなぎとして、本当に今災害を受けて、それこそあしたのお

米買うのもない、何もかも流されてないというんで、そういうふうな状況の中で、緊急に何か

を対応できるというてというたら、やっぱり町のほうでやらんなんことやないかと思うんです

けど、そういう点では大きなことを考えるというよりか、まずはちょっと自分たちの町民の安

全を守るというんか、安心していただけるというんか、そういう部分でそういうふうな基金積

み立てというのをぜひやっていただきたいと思うんですけど、いかがでございますか。 

○議長（森本 夫君） 町長寺本君。 

○町長（寺本眞一君） それぐらいの程度でしたら、基金積み立てじゃなくても救援物資、いろい

ろなもろもろのことで初期の対応はできようかと思います。ただ、復興に際して、今後生活資

金とかっていうふうになりますと、ある程度町の対応の仕方が基金じゃなくても対応できる方

法は考えてはまいりたいと思います。 

○議長（森本 夫君） ３番中岩君。 

○３番（中岩和子君） そしたら、基金という形じゃなくても、緊急のときには何か事のときに

は、町のほうからそういうふうな援助できるだけのゆとりがあるというふうにとらえてよろし

いですか。 

○議長（森本 夫君） 町長寺本君。 

○町長（寺本眞一君） 余裕があるんじゃなくて、そういう事態が発生した場合に、今東北のほう

でも義援金の分配等で職員の人数が足らないということでおくれておるとこもあります。そう

いった中で、最低限生活資金っていうんですか、町内の方で金銭で買わないけないようなとき

のその失業している方等については、ある程度１人に対して、福島原発のような１人100万円

とかというようなわけにはいきませんけれども、それを一律幾らというわけにもいきませんけ

れども、自助努力の分と町がする分とということで、そういう対応はできようかと思います。 

○議長（森本 夫君） ３番中岩君。 

○３番（中岩和子君） そういう対応ができるということでございますんで安心ですけど、しかし

それがきちっとした形で防災基金というような形にしておきますと、町民全体が安心できると

思いますんで、ぜひそういうふうな方向で考えていただきたいと思いますんですけど、よろし

くお願いしたいと思います。いかがですか。 

○議長（森本 夫君） 町長寺本君。 

○町長（寺本眞一君） 議員のおっしゃることが、発生期日のとこからどれぐらいの地点のところ

でそういうことを想定されてるのかちょっと私もわかりかねるんですけれども、そうすると東

北の東日本のような震災になりますと金融機関もストップしてますし、そういう現金の授受の
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仕方というのもなかなか難しいかと思います。そういう中で、どの地点の部分でどのような基

金の対応っていうことなんか、ちょっとよく私にはわかりませんけれども、基金じゃなくても

日常の仮設住宅に入った地点ぐらいでは、義援金の今の東日本のことを見ておれば、義援金の

分配もできようかと、そのような形で対応はできるんじゃないかと、そのように思っておりま

す。 

○議長（森本 夫君） ３番中岩君。 

○３番（中岩和子君） 仮設住宅ができた、いろんな支援が来たという時点では、それは私は町の

ほうではそんなに必要ないと思うんですよ、そちらのほうからあれ、それまでの間の、今回で

も今避難所で仮設住宅がまだなかなかできない、そうかといって食べる物とか、そういうふう

ないろんな支援がありますでしょうけど、ちょっとしたものを買うということにしたって、な

かなかお金がないということで困ってらっしゃる方が、この前も10万円ほど先お渡しされたそ

うですけど、そのことが非常にありがたかったということでした。 

 そういうふうなことで、それがすぐすぐ国のほうからそういうふうなことやとか、義援金が

出てくればよろしいですけど、そういうふうなことがないときに、これを使わずに、防災基金

を使わずに対応できたら言うことはないんですけど、いざというときのためにそういうふう

な、たとえ10万円であろうとすぐ町のほうで対応していただけるというような体制を整えてい

ただきたいと思うんですけど。 

○議長（森本 夫君） 町長寺本君。 

○町長（寺本眞一君） うちで8,000世帯ぐらいあろうかと思うんですけども、それに対して10万

円っていう基金を積み上げますと８億円っていう基金になります。そういうような基金という

のはなかなか難しい。 

 今、議員おっしゃられますように、仮設住宅をつくるまでの間の日々の生活必需品という貸

し付け等みたいな形はできるでしょうけれども、配布っていいますとその地点で今でも、その

10万円というのは義援金のほうから支給されていると思うんですね。そういう中でやっていく

んでしたら、どの期間の間に何が必要かっていうことは十分検討はしますけれども、１世帯当

たりに、例えば当面っていうても10万円っていう金額が１カ月をしのげるんか、２カ月をしの

げるんかちょっとわかりませんけども、そういう基金を積み上げていってみんなに平等に入る

ようにするには、基金としても最低５億円か８億円かの金額を積まなければいけないんかな

と、そういうことが徐々にはやっていけばよろしいんでしょうけども、議員おっしゃるような

基金だったら、議員自身どれぐらいの基金を積み立てていけばそれが可能かということも参考

までにお教えいただければ、私のほうもそれにできるかできんかというのは担当課のほうとも

検討させていただきたいと思います。 

○議長（森本 夫君） ３番中岩君。 

○３番（中岩和子君） 私は、８億円とかそんな大きなお金は考えてません。ここで10万円という

のは、この間の震災のほうで一時配られたのが10万円だったそうですけど、私はその10万円や

なくても、たとえ５万円であっても３万円であっても、そういうふうな一時何にもない状況の
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中で、何もかも流されてたって、10円のジュース買うお金もなくなる、そういうふうな状況の

中で、ちょっとでもそういうふうな支援が来るまでの間、しのげると言うたらおかしいですけ

ど、そういうふうなことがあればすごく心安心なので、そこら辺のことを思っております。ほ

いで、そしてこの支援がすぐに来て、この防災基金を使わなければそれはそれにこしたことな

いんですけど、もし何かのときに思っております。 

 私は、せめて３億円ぐらいは基金としてためれたらなと思っております。だから、それたく

さんのお金じゃないんですけど、そのことで何かのことでこういうふうにしてみんなにつなげ

ればと、必ず私は日本の国はいろんなところから支援をしていただけると思うんですけど、そ

れまでの間に何とかそういうふうな防災基金があるということで、みんなが安心できる町にな

るんやないかと考えておりますんで、その点を検討していただきたいと思います。 

○議長（森本 夫君） 町長寺本君。 

○町長（寺本眞一君） 想定が東日本の津波の想定でありますと、１カ月ぐらいは店もありません

し、そういう使い道っていうのがなかなかお金で解決つくような問題じゃないと思うんです

ね。だから、そういう面については、できる限り不自由は、東日本の震災を見ても皆さん不自

由されてるのも映像でも見てますし、うちの派遣した職員らでもそういうことは常々言ってま

す。そういった中で、お金で物を買いに行くっていうよりも、その１カ月ぐらいの間、御不自

由なことはあろうかと思うんですけれども、お金をそこで使うてどうのこうのというのはなか

なか域内では難しいと思います。 

 そういう中では物資が届いてきたり、皆さん義援してくれたものに対しては早急に対応し、

この震災でもそうですけども、バザーじゃないですけども、テントのとこにそういう衣類があ

って、それを自由にもらってきたり、何したりていうような地区によってはできてるみたいで

した。そういう中のことも、今後はこの震災の教訓を生かしてどの対応ができるか、ただ基金

を積んで３億円っていうようなことであれば、毎年1,000万円ずつ積んでいったとしても30年

かかりますし、それが可能かどうかというのは今後の検討課題とさせていただきます。 

○議長（森本 夫君） ３番中岩君。 

○３番（中岩和子君） 買うものがない、店がないと言われましたけど、いろんなところからたい

焼き屋さんが来たりとか、あの現状を見ましてもそういうふうないろんなことがありました、

向こうのほうでも。でも、その中でお金というのはそういうもんじゃないんですよ。一銭もな

し、10円のお金もない、みんな流されて何もないというのと少したとえ１万円のお金でも２万

円のお金でもあるというのとは全然その心情的には違うんです。それは主婦感覚で私は言うて

るんでしょうけど、そういうところがございますんで、ぜひそういうふうなことも救援の一つ

になると思いますんで、考えていただきたいと思います。 

 本当にそういうことがないことを祈りますけど、そういうふうないろんな細かいところま

で、本当に心優しいまちづくりじゃないですけど、そういうふうな小さなところまで気配りの

あるまちづくりをしていただきたいと思いまして、質問させていただきました。町長、最後

に。 
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○議長（森本 夫君） 町長寺本君。 

○町長（寺本眞一君） そういうことは今後、担当課でどのような形でできるかというのは検討し

ますけれども、ああいう大きな災害も、未曾有の災害になりますと想像もつかないようなこと

が発生しようかと思います。そういうのが銀行も対応の仕方として通帳を流されたとしても、

お金の預金のおろすこともできるような対策もとっておられました。そういったことは早急に

そういう場面になれば対応し、皆さんが生活していけれるっていうんですか、銀行のほうにも

要請し、いろいろな面のところから検討し、そういうふうな対応はさせていただきたいと思い

ます。 

○議長（森本 夫君） ３番中岩君。 

○３番（中岩和子君） ぜひ対応していただきたいと思います。しかし、町民の中には銀行にお金

のない方もたくさんおられます。町長は、そんなことはないですからちょっとおわかりになら

ないかと思いますけど、本当にその日、その日を一生懸命になって始末しながら暮らしてる方

がそれこそ貯金もない方も大勢おられます。そういうことなので、そういうことも考慮に入れ

ながらぜひ検討していただきたいと思います。 

 以上で一般質問を終わらせていただきます。 

○議長（森本 夫君） ３番中岩議員の一般質問を終結します。 

 休憩します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              ９時38分 休憩 

              10時00分 再開 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（森本 夫君） 再開します。 

 次に、11番曽根議員の一般質問を許可します。 

 11番曽根君。 

○１１番（曽根和仁君） それでは、私の一般質問を始めさせていただきます。 

 １つ目に、防災について質問をさせていただきます。 

 私以降も防災に関する各議員さんの質問が続きます。同様の質問が重複するのは好ましくな

いと思いますので、個別具体的な避難場所等の質問等は後ほどの議員さん方にお譲りして、私

からは自主防災組織と町との協力、連携という点について、限定して簡潔に質問いたしたいと

思います。 

 まず最初に、確認のために総務課長に質問をいたします。 

 本町の自主防災組織は、最初にこれが組織されてからおよそ何年になり、そしてその組織率

がどれぐらいになるのか、そしてまだいまだ組織されてない地区がもしありましたら、どこの

地区なのかを教えていただきたいと思います。 

○議長（森本 夫君） 総務課長潮崎君。 

○参事（総務課長）（潮崎有功君） 自主防災組織でございますが、平成10年から自主防災組織が
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できてございます。それから、平成17年から自主防災組織の連絡協議会、発足いたしておりま

す。現在那智勝浦町、55区ございます。組織といたしまして33組織、55区のうち54区が自主防

災に加入されてございます。組織率は98.2％、あと一区なんですが、川関区のみ自主防災に加

入してございません。 

○議長（森本 夫君） 11番曽根君。 

○１１番（曽根和仁君） ありがとうございます。そしてもう一つ、お手数ですが、確認のため御

質問いたします。 

 現在、本町の総務課の防災担当の職員の人員配置と防災関連の予算額がここ近年ですね、ど

んな形で推移してるのか、増加してるのか減少してるのか横ばいなのか、それについても教え

ていただきたいと思います。 

○議長（森本 夫君） 総務課長潮崎君。 

○参事（総務課長）（潮崎有功君） 防災担当職員ですが、総務課に２名ございます。 

 それと予算の関係ですが、防災関係、災害対策費、総務費の中に災害対策費がございます。

それの決算額を申し上げたいと思います。 

 まず、平成17年に防災の行政無線の設備の整備が行われました。決算額といたしまして

7,100万円余り、これが5,500万円の予算を使いまして防災無線の整備を行ってございます。

17年度が7,100万円、18年度につきましては決算額2,100万円、防災用の備品購入等が主なもの

となってございます。19年度につきましては1,200万円、それと平成20年度につきましても

1,200万円、それと平成21年度2,500万円、これにつきましては下里天満の津波避難タワーの整

備工事が含まれてございます。それから、平成22年度2,100万円、22年度につきましては防災

ラジオの500台の購入費用が入ってございます。それと平成23年度――本年度の予算でござい

ますけれども、小匠ダムの関係、水防費で600万円上がってございます。これにつきまして

は、小匠ダムの改修工事、県の事業でございますが、５カ年計画の初年度ということで、負担

金300万円を含めた水防費の600万円、それと災害対策費として当初予算1,800万円計上してご

ざいます。 

 以上です。 

○議長（森本 夫君） 11番曽根君。 

○１１番（曽根和仁君） ありがとうございます。私の印象では、自主防災組織の組織率は本当に

県下でもトップクラスじゃないかと思いますけど、それに防災の予算が必ずしも比例してない

のかなという印象も受けますけど、財政上、厳しいという状況でいたし方ない部分もあります

けども、やはり自主防災組織が頑張ってる分、予算のほうも確保を今後お願いをいたしたいと

思います。 

 そして、その自主防災組織についてなんですけども、私の住む色川地区についてもやはり

10年ほど前にできたわけです。我々のところはどっちかというと山林火災の後方支援とか、土

砂災害についての消防団との補助という面が主なんですけども、本町の沿岸部の地区について

は、津波被害のために非常に例年熱心に避難訓練を行ったり、避難場所の確保ですとか、そう



－81－ 

いう調査ですとか町や地権者への要望等、大変粘り強く自主防災組織がやってると、大変目を

みはる活動をなされてると思います。 

 それらのいずれの活動もほとんどが地区の自主防災組織の会長さんですとか、役員さんは地

区の大体区長さんとほぼダブってると、重なっていると、ですから本当に大変な仕事ですね、

区長さんの仕事にプラスして自主防災の仕事もここ近年できてきたんじゃ、区長さんのなり手

がないし、なっても大変でいろんな悩みも多いと、そういうお話も聞いております。そして、

区長の手当と別に、また自主防災の手当っていうものがもらっている地区というのはほとんど

ないと思いますので、この活動もボランティアであると思います。ですから、自主防災組織に

ついての今までの認識ですね、確かに自助、共助、公助といった場合に、自助が大事やという

のはもっともなんですけども、自助と公助をつなぐ共助の部分を自主防災が担当してるわけで

すから、そこを改めて自主防災組織っていうものを行政のほうも大いに評価をしていただきた

いことをまず強調しておきます。 

 この自主防災組織に対しましてどのような支援活動、財政的な面とあと人員ですね、先ほど

２名の方が防災担当いらっしゃると言いましたけど、実際に自主防災組織に出向いてどんなこ

とをやってるか、財政的な面とそういう実際人員でどういう支援を行ってるかについて、再度

総務課長に御質問します。 

○議長（森本 夫君） 総務課長潮崎君。 

○参事（総務課長）（潮崎有功君） 自主防災組織に対しましては、その資材の２分の１補助で資

材の配布といいますか、支給をしてございます。これにつきまして、予算の関係もございます

けれども、備えておく備品であるとか、災害用の備品であるとか、財政的にはその２分の１補

助で提供してございます。 

 それと、人的なもんでしょうか。自主防災組織に対しての職員ということでございますが、

そういう打ち合わせなり、那智勝浦町の自主防災組織の連絡協議会というのがございます。そ

こで連絡を密にといいますか、連絡をとり合うということで現在はきてございます。 

○議長（森本 夫君） 11番曽根君。 

○１１番（曽根和仁君） わかりました。 

 今回、私お願いしたいのは、先ほどせんだっての震災を受けまして、今まで大変熱心に訓練

をされて、自主防災が大変熱心に訓練をされてきたわけでございますけど、余りにもせんだっ

ての被害が規模が大き過ぎて、だから今までこつこつと積み上げてきた訓練が役に立たない

と、もう失望してるような地区の区長さんですとか役員さんも多いんじゃないかなと、だから

一からすべて避難路ですとか避難場所だとか、訓練もやり直ししなあかんと、非常に熱心な区

長さんや自主防災の役員さんほど悩んでいると、実際そういうお話も伺いました。 

 そこで、ぜひお願いしたいのは、今後自主防災の組織の会合ですね、主に夜間に行われると

思うんですけど、そういう会合ですとか、あと活動ですね、やはり避難路の再点検、再確認で

すとか、避難場所を新たに、今までの避難場所では不十分なんで、新たな避難場所を確保です

とか、そういう今後活動が行われると思うんですけども、そこへぜひその２名の役場の担当者
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が出向いて地区の悩んでる点ですとかニーズですね、行政の要望とか、そういうものを把握す

るように、必要がなければ、要望がなければ構わんのですけど、要望があったらぜひ行ってい

く、そういう支援というのはできないか、それをぜひお願いしたいんですけど、課長いかがで

しょうか。 

○議長（森本 夫君） 総務課長潮崎君。 

○参事（総務課長）（潮崎有功君） 今言われました避難路の見直し、今回の東北の震災におきま

して、まずは高いところに逃げよという教訓でございます。 

 本年度の那智勝浦町の自主防災組織の連絡協議会におきましても、第１回が行われたんです

が、そこで申し上げたのが、避難所や避難路の見直し、それと家具の転倒防災対策、ほいで防

災情報の早期伝達の強化ということを町内各区に回りまして話し合いを持ちたいという提案を

させていただいてございます。 

 その避難所、避難路の地区の方との連絡ということでございますが、これはもちろん避難路

の見直しをされる場合、地区の方と役場の職員、密に連絡をとって今後実施していきたいと、

このように考えてございます。 

○議長（森本 夫君） 11番曽根君。 

○１１番（曽根和仁君） 今課長の御答弁のとおり、ぜひともお願いをいたします。 

 そして、今年度の連絡協議会の場におきまして、できたら町長もそういう場に来ていただけ

たらというようなお話も出たって新聞に書いてありました。担当者がもちろん行っても予算の

そういう権限を持ってないんで、町長も来てもろたらより要望がしやすいって、そういう面か

らおっしゃったのかどうかはわからないんですけども、もし可能であれば町長がそうした会合

に御出席っていうことはできるのかどうか、町長に伺います。 

○議長（森本 夫君） 町長寺本君。 

○町長（寺本眞一君） お答えします。 

 今回、そういうふうにして何で出てこなんだんだということは協議会の中でも言われたみた

いなんですけども、自主性のある協議会にするんか、私が出ていっていろいろな要望を受けと

めて、それをその都度、その都度、回答するというのはなかなか作業的に難しいかなあと思う

ので、その意見の集約を見て個別にまた検討させていくということを考えておったんです。そ

ういう中で、出てこいと言われていろいろな意見を聞いても、なかなか難しい面があろうかと

思うんですけれども、行って対話することについては、私は何ら要請があればいつでも出てい

って皆さんとひざを突き合わせてお話はしたいとは思います。 

○議長（森本 夫君） 11番曽根君。 

○１１番（曽根和仁君） ありがとうございます。そうですね、もちろん要望を受けてすべてそれ

に予算措置をって、その場では御回答はできないと思います。また、それを一々してたら大変

なことになりますけども、問題を共有すると、ああここの地区はこんなことが悩んでるとか、

困ってるとか、ここのところを避難地としてまた新たに確保したいとか、そういうことを町長

もある程度情報を共有するっていう面で、町長今おっしゃったような形で知っていただいとく
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ほうがよろしいと思いますので、担当者ももちろん行ってもらうと同時に、可能であれば町長

もそういう自主防の会合等にも顔を出していただければと思います。 

 職員にとっては夜間のそういう会合に出席っていうのは、超過勤務になってしまうおそれも

ありますけど、人命に関することなんで、ぜひとも努力してやっていただきたいと思います。 

 もう一点、お願いしたい点が、その防災の担当の職員さんですけども、この防災はやっぱり

今後非常に専門的な職員が、専門的な知識を持った職員が必要だと思います。もちろん今の職

員さんもそうで、今でしたら年長の方、田代さんですか、防災といったら本町では田代さん、

田代さんといったら防災っていうような、何かミスター防災のような存在になってると思うん

ですけど、もう多分50代、ちょっと正式な年齢はわかりませんけど、50代半ばぐらいになって

ると思いますので、その田代さんに続く新たな若手の職員、やっぱり２名ぐらいですね、今か

らこさえておいて、それも余り頻繁に異動するんじゃなくて、ある程度腰を据えての職員さん

を育成していただきたいんですけども、その辺の防災担当の職員の育成についての町長の方針

をちょっとお聞かせください。 

○議長（森本 夫君） 町長寺本君。 

○町長（寺本眞一君） 常々その後継者というんですか、担当後継者を今考えております。 

 一つ難しいのは、うちの職員配置の中で、２名っていうのが小匠ダム水防の関係の職員を置

いてます。そういった中での本当は入れかえ入れかえしながら、経験を積ませていく人間をふ

やしていきたいとは考えておりますけれども、今後はそういう後継者っていうんですか、職員

の対応は考えてまいります。 

○議長（森本 夫君） 11番曽根君。 

○１１番（曽根和仁君） ぜひとも専門の今の田代さんに続く若手の職員を育成していただきたい

と思います。 

 それで、田代さんはどっちかというとおとなしいのかなあ、だから我々としたら防災という

たら、直、すぐ人命に、町民の生命財産にかかわるんで、予算がすごい少なかったら財政担当

や課長や町長に対しても、これでは町民の生命が守れませんと、もっと予算を下さいと、それ

ぐらい上を突き上げるような努力とそういう自信が持てるような、そんな生きのいい若い職員

をぜひつくって育てていきたいと思います。これよろしくお願いをしておきます。 

 防災については以上で終了させていただきまして、次に２番目の質問で、ふだらく霊園につ

いての問題ということで質問をさせていただきます。 

 このふだらく霊園につきましては、ふだらく霊園というのは本町の今、井関と市野々地区の

境に位置して、正式には地番は井関地区だと思いますが、そのふだらく霊園を経営監督する妙

法山阿弥陀寺様と霊園の理事長でいらっしゃる三重県に在住と聞いておりますけども、松田島

雄様から、ことしの春ぐらいですかね、約１年前ほどから町へこのふだらく霊園を無償で寄附

したいと、そういう申し出が出されているということは、今ここにいらっしゃる皆さん大方御

存じだと思うんですけども、またさらにここに来て最近、これ４月の初めということなんです

けど、この霊園を利用している、お墓を持ってる利用者に対して、先ほどのお二人、経営して
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いる経営者のお二人から一通の書類が送付されてきました。これ実物ですけど、ちょっと資料

としてはお渡しできない、コピーできないんでもう提示はしませんけど、その内容がもう町に

これを寄贈するんで承諾してほしいというようなややちょっと一方的といいますか、そういう

ような内容だったので、この書類を受け取った方から、これはどうなっているんだと、町や議

員さん、あなた方はもう承諾してるんかと驚かれて私のとこに複数の方が相談に来られまし

た。 

 私自身もかねがねこの件については疑問に持っていたんで、今回質問させていただくことに

したんですけど、今回この書類が来たといういきさつ等について、もし住民課長さんですね、

何か経緯がわかったら、今までの経緯も含めて御説明をお願いします。 

○議長（森本 夫君） 住民課長寺本君。 

○住民課長（寺本資久君） 御質問のふだらく霊園の関係でございます。 

 ふだらく霊園の前に、現在町営墓地としましては、大勝浦にございます勝浦墓地と須崎にご

ざいます駿田墓地の２カ所を所有してございます。 

 御存じの形状につきましては、駿田墓地につきましては緩やかな傾斜になっておりまして、

なかなかあきも出ませんけど、あきが出れば、あいております勝浦墓地も含めまして、時期を

見て抽せんを行っておる現状でございます。そういった中でも、御存じのように勝浦墓地につ

きましては傾斜がきつく、あそこは６段になっております。抽せんはほとんど駿田墓地に集中

しているという現状でございます。 

 今回のふだらく霊園の件につきましては、当初、平成21年ですか、２年弱ほど前に初めて話

がございまして、その後、町として相手方と話をする中では諸条件を提示しまして、あくまで

も現使用者ですね、永代使用料あるいは管理料を払ってる方がございますので、そういったす

べての方の理解を得た中で、同意を得たならば当議会のほうへもということで、先方には説明

して進めてきていたところでございます。 

○議長（森本 夫君） 11番曽根君。 

○１１番（曽根和仁君） おおよそのことはわかりました。 

 まず、なお最初にちょっとお断りしたいのは、今回私がこの問題を取り上げるに当たりまし

て、この霊園を寄附したいと言ってきましたこの経営者ですね、お二方について、特にこの

方々を何か責任を追及するとか、そういう考えは毛頭ございません。もちろん、この方が町に

霊園を寄附したいと思ったり、そういう行為は別に法的に何にも問題がないので、それについ

ては一切私はとやかくはないんですけども、受ける側の町ですね、町に対応、姿勢、町という

ことは町長の姿勢ですけど、それについて今回の質問をするということ、まず最初にお断りを

しておきます。 

 もう一度、最初の今回送られてきたという文章の文面を見ますと、これは町に寄附するん

で、もう承諾して捺印、承諾したら別紙の承諾書に署名捺印して送り返してほしいと、非常に

急ぐというんか一方的というんか、本来だったら説明会等があって、そういう承諾書に捺印し

てほしいというべきなのが非常に急いでくると、それがその文章を見ると町が非常に積極的に
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これを取得を前向きやということがこの文章に書いてあるんです。 

 具体的にどういう文章が書いてあるかといいますと、「世界遺産を抱える歴史の町として、

公園墓地を運営していく意義を感じ、前向きに検討していただいております」、町がですよ、

そういうふうに書いてあるんですけど、実際これ町長は本当にこうお考えなんですか。 

○議長（森本 夫君） 町長寺本君。 

○町長（寺本眞一君） 今そういう趣旨のことは相手方には言うてません。ただ、私は世界遺産の

巡礼道の中の一つとして、中間地点に観光施設整備をやりたいということは言うておりまし

た。そういった中で、トイレの整備とかベンチの整備をやって、補陀落渡海のとこから補陀落

寺から那智山に上がっていく中間地点でありますので、そういう整備をすると、それはただ修

学旅行の受け入れとか、そういう面では歩かすに当たりましてトイレの設備の問題とかという

ことも考えれますから、そういうことを、ほで通年１年間で5,000人は歩いておろうかと思う

んです。そういうような中で、トイレ、地域の住民の方の住宅でトイレを借りるとか、そうい

うこともあります。そういった中で、やはりそういう整備は、先ほどの３番議員が言われます

ように、優しい町でありたいということをしていきたいというふうに思って、その施設整備を

考えてまいりたいと、そのように思います。 

○議長（森本 夫君） 11番曽根君。 

○１１番（曽根和仁君） 今町長の御答弁でちょっと意外に思ったのが、あくまでもこれふだらく

霊園ってのは墓地なんですね、公園墓地。町長は、トイレが欲しいと、あそこの、確かに牧

野々から入って、ふだらく霊園の出口の市野々のとこまでね、山道の道中トイレはありません

けど、トイレが欲しいから霊園ごともらうっていうことはちょっとおかしいですね、あくまで

もこれは墓地なんでね。霊園が住民が、先ほどの住民課長の説明のように、住民がもし墓地が

不足して墓地を欲してると、だから霊園を何とかっていうのはわかるけど、トイレが欲しいか

ら、それだったらトイレだけつくったり、どっか用地を確保してトイレをつくったらいいわけ

で、霊園ごと、墓ごと、お墓ごともらうっていうのはちょっと説明おかしいと思うんですけど

も、いかがでしょうか。 

○議長（森本 夫君） 町長寺本君。 

○町長（寺本眞一君） その辺のことは課長、言うたとおり、条件のええ墓地の提供というのも行

政の一端としてやるべきことというのはあろうかと思います。ただ、私は常々考えてた環境施

設整備の、観光に対する施設整備の関係でそういうことを答弁いたしましたけれども、実際は

そういう町が運営できるようになれば、町民にもいろいろな面でサービス提供とかはやってい

けるかと、そのように思っております。そういう中での包括した中で受け取って運営していき

たいというのはあります。 

 ただ、これ受け取るに当たりまして、私は積極的とかどうとかっていうよりも、いろいろ事

務方と担当で協議させて、こういう条件を整えれば町も議案として提案してやっていけれると

いうことは言うております。その条件というのがやっぱり使用者の承諾ということは言うてお

ります。それは後々のトラブルになりかねないので、その辺はきっちり利用者、使用者に対し



－86－ 

ては承諾を了解とってくださいよということは言って、今回、向こうと事務方ともう一度協議

して、その書類の文面の発送もやっていただきたいと思うたんですけども、なかなか向こうが

先そういう文面を出したみたいなんで、いろいろと今回、いつでしたかね、会合がありました

みたいなんですけど、その地点でもいろいろな意見が出て、その結論としてはまだ、私も報告

は受けましたけれども、実質的な向こうの回答としては得ておりません。 

○議長（森本 夫君） 11番曽根君。 

○１１番（曽根和仁君） だから、町長おっしゃったようにトイレやなくて、やっぱりあくまでも

墓地の取得っていうとこが主である、そうじゃないと本当はいけないんですね。 

 町長、今おっしゃった、改めてお聞きしますけど、この書面は事前に町長はこういう書面を

出すからっていうような相談は受けたんですか。 

○議長（森本 夫君） 町長寺本君。 

○町長（寺本眞一君） 受けました。受けまして、もう一度その文面について、うちの担当と協議

してやってくださいということは言うてます。そういう中で、協議されんと発送されたという

ことが事務方のほうでも承知してるところです。 

○議長（森本 夫君） 11番曽根君。 

○１１番（曽根和仁君） この書面を見ると、町の意向を受けて今回こういう文章を送ったととれ

るような表現もあるんですね。ちょっと長くなりますけど、読みますけど、「つきましては、

町の要望として、現在ふだらく霊園を御利用になっている皆様に、町の運営になった場合の幾

つかの点について御理解、御納得をいただきたいとの申し出がありました」。だから、町の要

望でやっぱり霊園側に、皆さん利用者に今後町の移管になってもええかということを町の要望

としてこういう確認をとってほしいと、だから町の要望を受けてこれ出したというような表現

になってるんですけども、その点はいかがでしょうかね。 

○議長（森本 夫君） 町長寺本君。 

○町長（寺本眞一君） 当然寄進を受ける際に、こちらの要望っていうんですか、こちらの意見と

いうんですか、こういう条件が整えなければなかなか議案上程はできないということを言って

いるだけでありまして、特にこういうことを要望とかっていう意味合いっていうのは、私もそ

の文面のところで理解しにくいんですけれども、あくまでもいろいろな施策の中で、ふだらく

霊園を寄進していただくに当たりまして、今後利用者とのトラブルのなきような方法を選択し

て、相手方にそういうことは言いましたけれども、要望っていうんですか、条件っていうんで

すか、そういうことがなければなかなか私も議会に上程するっていうことはできないので、そ

ういうことで相手方にそういう旨は伝えましたけど、ただそのときにその文面をあらかじめこ

ういう文面でいいですかっていうんじゃなしに、こういう文面をつりましたと、その文面を見

たときに、これはまた事務方とおたくの事務方で協議して、もう一回検討すべきとこは検討し

てつくりかえてくださいとは言いましたけれども、なかなかそれが向こうに伝わってなかって

発送されたとは私は思いますけど、その辺の経過については事務方の住民課長がわかってます

ので、住民課長にちょっと答弁させます。 
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○議長（森本 夫君） 住民課長寺本君。 

○住民課長（寺本資久君） この寄進についての向こう側、使用者の方へ出された文章の件につき

ましては、書類の件につきましては、こういった話がございまして、町として先ほど議員さん

読まれました町が希望というんですか、幾つかの点について町の要望というんですか、そうい

う点ありましたけど、あくまでもこの送る文面について見せられたときには、先ほど言いまし

たけど、町が、こちら町サイドから求めているというふうにとれる部分がございますので、そ

うじゃなしにあくまでも寄進のこの話は霊園さん側から当初あったのがスタートでございまし

て、先々町に移るようなことがあった場合に使用者から問題が出て町に負担かかる、そういっ

たことになりますとやはり寄附行為そのものにも問題が出るんじゃないかということで、いわ

ゆる使用者に問題なく町に今後、その当時の契約から町に変わっても問題なき等判断した時点

で寄進を受けることができるという、そういうことがございますので、使用者のすべての方の

承諾というんですか、そういったものをとっていただくということで、町としましては、我々

としましては文章を頭から使用者の方に発送するんじゃなしに、あくまでも順序としては説明

会なり相手方に十分周知してから、そういった承諾を得るという、そういった方向も相手方へ

伝えたわけなんですが、ある一部分、文章的にはカットされた部分もありましたけども、間も

なく今言われたような文章が発送され、承諾書も添付されて発送されたというのが現状でござ

いました。 

○議長（森本 夫君） 休憩します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              10時34分 休憩 

              11時11分 再開 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（森本 夫君） 再開します。 

 11番曽根君。 

○１１番（曽根和仁君） 話のちょっと腰を折るような形になってしまいまして、皆さんに申しわ

けがなかったんですけども、なるべく簡潔に町長の見解を伺うことで、また続き質問を続けさ

せていただきます。 

 その墓地の需要ということでちょっと町長に伺いたいんですけど、私の今手元にあるのは長

期総合計画をつくる際に、住民にアンケートを2,000人にアンケートを送って751人から回答が

あったという資料なんですけども、町に対する満足度、町の施策に対する満足度の上位から４

番目に墓地、斎場ってのが上がってまして、だから住民からしたら墓地や斎場ってのはかなり

もう満足されてると、だからそういう勝浦の墓地が急傾斜でしんどいからかわりたいよってい

う人がおるのかもしらんけど、だからといって新たなとこにどうしても移りたいとかってとい

う要望が私も余り聞かないんですね。だから、このアンケートからもわかるように、かなりの

方は満足されてると。 

 それで、町に優先的に何かやってほしいと、施策ですね、やってほしいという上位は、皆さ
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ん御存じのように町立病院の整備、それが今一番トップなんですけど、その優先度の下位、や

らなくてもいいといったら極端ですけど、満足してるから要は後回しでもよろしいと、優先度

の下位の１番に墓地、斎場ってのが入ってる。だから、そんなに住民が墓地、斎場、特に墓地

についてどうしても欲しいと思っているとは思えないんですね、このアンケートから見ると。 

 だから、そういう住民からの要望っていう点からも新たなあのような公園墓地を取得するっ

てのは理解できない。確かに理事長さんや阿弥陀寺さんがおっしゃるように、この開発につい

てはいろんな苦労があって、億のお金が投じられたということなんで、それなりの大変な価値

のものを無償でいただけるということでしょうけど、町は、自治体は慈善団体ではありません

ので、住民が必要とないものをもらう必要もないし、もらったことで運営費がかかるようなも

のをあえてもらうというのは、逆にただほど高いものはないということになると思うんですけ

ども、その辺、端的に町長、実際にこういうアンケートでこういう結果も出てるということ

で、墓地の需要はないと、余りないと思いますけども、いかがでしょうか。 

○議長（森本 夫君） 町長寺本君。 

○町長（寺本眞一君） 端的に答えさせていただきます。 

 政策的見地から決断をさせていただきます。 

○議長（森本 夫君） 11番曽根君。 

○１１番（曽根和仁君） 今のですけど、町長ですからね、町のトップですから町長がやると言え

ばやるんだという御回答だと思いますけども、やはり住民が必要なことをやるという、そこを

重視してほしい。やっぱり住民とガラス張りの町政で、住民の意見を十分聞いて町政を推進し

ていくという御公約で町長当選されたんで、町長の思いは大事ですけど、やっぱり住民の声を

重視していただきたいと。 

 もう一点ですね、今後少子・高齢化によって、そういう面からも墓地の需要はない、あと葬

儀の仕方も変わっていくと、あのような非常に高価な墓地ですね、あそこは。だから、ああい

う墓地もなるべくつくらないと、集合墓地ですかね、そういう葬儀の形、墓地の形も時代とと

もに変わっていく、そういう面からも需要がないのじゃないかと。 

 ですから、実際あの場に我々行って驚いたのは、半分ぐらいしか売れてないんですよね。あ

れがもし８割方売れてたら年間の管理料が入ってきますので、臨時職員を雇っても、ひょっと

したらペイしていくのかもしれないですけど、あの状態でしたら管理料は入ってくるというて

も微々たるもので、なおかつ新規にお墓が何基も売れるという状態があればまだ永代使用料、

かなり高額なんで、臨時職員雇うような経費も出るかもしれませんけど、実際民間の経営者が

一生懸命努力してやってもあれしか売れてないということからしたら、仮に町がもし引き受け

るとしたら、人件費等で非常に赤字が出るんじゃないかと思いますけども、町長、その辺の試

算というのはしっかりやられたんでしょうか、経費がどれだけかかってどれだけ収入がある

か、それでペイするのかどうかですね、ちょっとお尋ねします。 

○議長（森本 夫君） 住民課長寺本君。 

○住民課長（寺本資久君） お答えさせてもらいます。 
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 少子・高齢化という問題もございます。一番私最初にお答えさせてもらいました町営墓地の

関係ですけど、勝浦墓地が急傾斜に、急なところにあるということでなかなか利用していただ

けない、また駿田についてはなかなか満杯状態であかないというような現状がございます。新

たに求めるには、またそれぞれのお寺さんというんですか、そういうとこがあれば求められて

いくと思いますけど、駿田墓地を要望されても抽せんでは漏れているといった現状もございま

す。 

 あと費用、管理料というんですか、費用との関係ですが、区画数ではあそこ現在区画されて

る区画数というのは、小さいとこも含めまして、約ですけど、およそ1,000区画ございまし

て、なかなかまだその半分ほども全然売れてる状態ではございません。 

 あと使用料は別としまして、その管理料なんですけど、もちろんそれと費用等を計算したと

きには、今の現状は、今の管理状態でしたら、もちろん管理の責任者というんですか、その方

と女性の方おりますんで２人雇用している状況で、費用も高額になってるかと思うんですけ

ど、町が今引き受けるというんですか、そういうことになればやはり維持管理という経費につ

いても抑えていかなければならないということで、その点については費用はもちろん今の現在

の費用の半分以下に抑えて、なおかつ管理料、いわゆる使用料等についても見直しがやはり必

要ではないかという判断からすると、いわゆる何基売れるかによっても違ってきますけど、あ

る程度の試算というのは見えるんじゃないかなとは見てますけど、一遍に黒字になって云々と

いう問題ではないと思います。 

○議長（森本 夫君） 11番曽根君。 

○１１番（曽根和仁君） 町長に答弁していただきたかったんですけども、課長が答えられたとい

うことなんですが、町がもし引き受けた場合ですね、経費を削減したら何とかなると思うとい

うことですけど、あれは公園墓地ということで、行ったら常にきれいに管理されてるってい

う、そういう条件で皆さん購入されてるんで、仮にもし町が、仮にですよ、町が管理して余り

手入れの行き届かないような状態になったら、これ契約違反になってくると。そうすると、法

的にも問題になってきますので、そういうものでしたらやっぱり皆さん納得いかないと思いま

すので、万が一ですよ、もし仮に町が引き受けたとしても、同じようにきれいに管理をしない

といけないと、そうしたらそういう課長言われるように、経費を抑えるというのは難しいんじ

ゃないかなと、自然な感じで私はそう思います。 

 今経費の点については以上なんですけども、だから非常に収益が出るというものではない

し、そもそも自治体が霊園を経営してプラスに持っていこうちゅうのもちょっとおかしいと、

そういうことは民間がやったらいいわけで、せんだってもグリーンピアの特別委員会が、町長

も御出席のもとで全員でありましたけど、グリーンピアについても毎年千数百万円のお金が垂

れ流されてるという、垂れ流しって言い方は悪いですけど、少しでも管理棟の経費も抑えて何

とか出費を減らしていこうっていう皆さんで頭を知恵を絞ったやさきなんですよね。 

 今回のように防災で膨大なお金が今度かかってきますよね、県や国もいろんな助成措置をつ

くってくれると思うけど、町負担ってのも膨大になると思います。そういう場合に、あえて需
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要が見込めないこういう霊園を引き取ってお金をつぎ込んでいく、臨時職員２人ぐらいを置く

から、そない数千万円にもならん、それでもやっぱり数百万円はかかりますよね。あと光熱費

だとか、剪定ですね、木の剪定とかそういうなのもかかりますからね。だから、そういう意味

からも、ここに貴重な住民の血税を注ぎ込むっていうのはやはり理解できないんですけども、

もう一度、町長御答弁お願いします。 

○議長（森本 夫君） 町長寺本君。 

○町長（寺本眞一君） しかるべきときに判断してやらせていただきます。 

○議長（森本 夫君） 11番曽根君。 

○１１番（曽根和仁君） やらせていただきますというのがどういう意味なのかがちょっとどっち

にもとれるんで、考え直していただくという意味のやらせていただくなのか、それでもあえて

前進されるか、両方にとれる御答弁だと思いますけども、余りこれ以上言っても押し問答にな

るかもしれませんので、もう一点だけ私から懸念される点ですね。 

 一番最初に、この阿弥陀寺さん、松田理事長さんが霊園を町に寄附するってことは、法的に

は別に御自由にそう思われて、そうしたいということは問題はないんですけども、社会的な問

題とか道義的な問題ですね、これはやっぱりあると思うんですよ。皆さんあそこを買われた人

は、阿弥陀寺さんという名前を信頼してあそこの墓地を買ってる方が多いと思います。松田さ

んってのは三重県で不動産業ですとか、パチンコのチェーン展開をやってる、そういう事業家

ですけども、その方の名前をもし仮に前面に出してたら、ひょっとしたらお墓を買われたかど

うか、やはり阿弥陀寺さんが全面的に監督してるということと慰霊祭も行うっていうことで、

その信頼で墓地を購入された方が多いと思いますので、それを途中でいかなる理由があろうと

も、阿弥陀寺さんは善意で町に寄附って言うてますけど、その利用者からしたら途中で経営を

放棄されるということで、非常に不信感が募ると。 

 霊園の経営は、基本的には自治体と宗教法人しかできないんですね、だけど法の抜け道って

いうんですか、実際にはこういう形で代表にはお寺さんがなって、実質は不動産屋さんとか石

材店がやってるっていう民間の霊園がバブル期からふえてますけども、だけどそれを野放しに

すると、そういう企業ってのは営利目的ですから、途中で経営を投げ出したり、あるいは倒産

するという可能性もあるから、自治体や宗教法人にしかできないように、平成12年に厚生労働

省からもそういう通達が指導が出てるということなんですけども、だから非常にそういう面で

も利用者を裏切ってしまう行為で、私は逆に阿弥陀寺さんの信用を、本町にとったら由緒ある

お寺なんで、そういうお寺の信用が落ちるんではないかなあと、逆に心配を申し上げたい。 

 そういう道義的に問題がある行為、町がそれを受け取るってことは、そういう行為に手をか

すということにもなると思いますので、ぜひとも町長にはもう一度、お考え直しをしていただ

きたいと念を押しまして、以上で私の質問を終了いたします。どうもありがとうございまし

た。 

○議長（森本 夫君） 11番曽根議員の一般質問を終結します。 

 休憩します。再開13時。 
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            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              11時25分 休憩 

              12時59分 再開 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（森本 夫君） 再開します。 

 次に、５番田中議員の一般質問を許可します。 

 ５番田中君。 

○５番（田中幸子君） それでは、通告順に従い、一般質問に入らせていただきます。 

 私の質問は、防災体制の見直しについて、住宅リフォーム助成について、子育て支援につい

ての３点です。 

 まず初めに、防災体制の見直しについてです。 

 ３月11日、東日本大震災が発生し、２カ月が経過いたしました。被災された皆さんは、復興

に一生懸命頑張っておられます。近いうちに来ると言われている東南海・東海地震、当町にお

いても大変なことになります。先ほど２人の議員さんにも言われておられましたが、これまで

の防災を抜本的に見直すということで、担当課のほうにも今見直しをしているということでし

た。今まで以上に避難所の確保や避難経路の見直しと再点検、さらに整備を早急にされるよう

お願いいたします。 

 避難所や避難経路などの見直しと再検討というところで、少し町の人たちの声も含めて質問

したいと思います。 

 災害はお昼や夜、それから夏とか冬、また天候にかかわらず災害というのはやってきます。

それを想定したことも踏まえて避難所に蓄えることも必要ではないかと思います。また、その

ためには食料の備蓄や使用電力の確保、トイレ、今は水洗トイレが多いので、水道が使えなく

なるとたちまち困ってしまいます。それで、雨水の確保をする必要があるのではないか、また

くみ取り式のトイレを避難所に１つか２つ備えてはどうかという声も聞かせていただきまし

た。 

 避難経路ですが、今回の東日本の大地震で避難経路が長い階段になっていたため、避難場所

のすぐ下に老人施設があるにもかかわらず、お年寄りが逃げることもできず、たくさんの方が

亡くなられたという痛ましい状況も報道されました。こういうことから踏まえても、避難路も

含めてまた考える必要があると思います。 

 まず初めに、その食料の備蓄とか、まずトイレですね、トイレの関係ではどういうふうに考

えておられるのか、お聞かせください。 

○議長（森本 夫君） 総務課長潮崎君。 

○参事（総務課長）（潮崎有功君） お答えいたします。 

 避難所の備蓄ということでございますが、本町におきましてはアルファ米と乾パンにつきま

して、3,500余り各避難所に置いてございます。 

 トイレにつきましては、避難所には１次避難場所、２次避難場所、特に中核の避難場所とい
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たしまして、その町の地区の中核となる避難所、そこにはトイレは必ずございます。その簡易

トイレを今からつけるという特にそういう予定は今のところございません。 

○議長（森本 夫君） ５番田中君。 

○５番（田中幸子君） 第１次避難所もたどり着いたときにやはり自然ものなので、トイレってい

う設置も必要ではないかということも聞かせていただいております。私、こういうことも再度

調査するっていう中で、ぜひ考えていただきたいと思います。 

 また、道幅の広さや直線に近い上り坂や階段なんですが、お年寄りの方はなかなか上って上

がるっていうのも大変です。家の前に出ていて近所の方がおぶってくれたり、また一緒に手を

引いて上ってくれるっていうこともあると思いますが、自力で上がろうとすればなかなか急坂

っていうのは大変だと思うのです。緩やかなスロープに道を変えるとか、ちょっと道幅も広目

にするということも考えていただきたいと思います。さらには、避難所まで逃げる方法として

数カ所つくることも必要だと思います。 

 山のすそあたりには、行きますと草とか生えてるとなかなかそこにたどり着いても上へ上が

るっていうことができないので、山のすその草刈りとかもしていただけたらと思いますが、そ

ういうとこでの整備っていうんですか、そういうのは町は考えておられるでしょうか。 

○議長（森本 夫君） 総務課長潮崎君。 

○参事（総務課長）（潮崎有功君） 避難路につきましては、今回の東北の震災を踏まえまして、

できる限りその避難経路の見直し、そういうことを考えてございます。特に海抜の低い避難所

であります浜ノ宮であるとか、浦神の海蔵寺、そういう海抜の低いとこには早急に検討するこ

とが必要であろうと思います。そういう場合には、裏山に逃げるような避難路、今後そういう

避難路というのが大事でなかろうかと思いますので、地区の方と協議をして検討してまいりた

いと思います。 

○議長（森本 夫君） ５番田中君。 

○５番（田中幸子君） ぜひ進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 午前中の議員さんたちの分と重なる分がありますので、その分は省いてお尋ねいたします。 

 これは前にもあったかと思うんですが、ブロック塀なんですけども、道幅の結構狭いところ

にブロック塀があるということで、地震後、逃げるとしたときに道がふさがれるという可能性

もあります。ブロック塀の点検、それから補強ですか、そういうことを少しでも補助できない

かということなんですけども、それはどうでしょうか。 

○議長（森本 夫君） 総務課長潮崎君。 

○参事（総務課長）（潮崎有功君） 特に町単独でそういう補助を出すということは考えておりま

せんけれども、ブロック塀であるとか石垣、それと空き家、地震が起きると壊れやすいような

空き家ですね、そういうふうな一括した対応できる補助金ができないかということで、県のほ

うへはお願いをしております。 

○議長（森本 夫君） ５番田中君。 

○５番（田中幸子君） 勝浦町内、宇久井から始まって、浦神から道を歩いてますと結構幅の狭い
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ところで石垣とか、またブロック塀があります。住民の方は、確かに倒れてきたら心配でもあ

るんですけども、なかなかそれを点検する、また補強するっていうことは大変だということも

聞いております。この地震があったときに、本来はそうならないようにするのも当然なんです

けども、少しでも補助があればそういうブロック塀も直していけると思いますので、ぜひ補助

のほうよろしくお願いいたします。 

 もう一つ、地震のときに関連なんですが、家具転倒防止、これについては午前中、課長さん

からもお話がありましたが、この家具の転倒防止についても補助っていうのは済いません、町

の中ではある、ついてますでしょうか。 

○議長（森本 夫君） 総務課長潮崎君。 

○参事（総務課長）（潮崎有功君） 家具の転倒防止対策ということでございますが、23年度から

減災対策ということで、県の事業で実施するその家具転倒防止対策というのがございます。こ

れは災害時の要援護者世帯、この世帯につきましては固定器具の器具材だけで、あとは県が持

っていただけるという制度がこの23年度からできました。その災害時要援護者、登録されてい

ない世帯でも実費でやっていただけるということでございます。 

 この災害時要援護者の世帯といいますのは、介護保険において要介護３以上に該当する方、

身体障害者１、２級、また知的障害、療育手帳のＡ１、Ａ２をお持ちの方、それと高齢者の

65歳以上の方、この方につきましては固定器具代金のみということで、あと県の補助でやって

いただけるという、これは申し込みで実施するということですんで、皆さん御利用いただけれ

ばと思います。 

○議長（森本 夫君） ５番田中君。 

○５番（田中幸子君） 大きな地震が来たときに、家の中にいてても家具が倒れてきて、いざ外へ

逃げようっていうときには、逃げられないっていうことがありますので、このことについては

ぜひ地域の中で家具転倒防止を設置されるように、また指導もお願いしたいと思います。 

 今、県からのほうでは65歳以上の方とか、特別に補助をされる部分でありましたが、那智勝

浦町全体の全世帯でつけることができるように、少しでもこれも補助があれば皆さんできるか

と思いますので、その分もお願いしたいんですが、今の町としてはこういう対策の調査ってい

うことはされておられるでしょうか。 

○議長（森本 夫君） 総務課長潮崎君。 

○参事（総務課長）（潮崎有功君） 固定された家庭の調査というのは行っておりませんけれど

も、この県の補助、県が実施しますこの事業に対して広報を積極的に行っていきたいと思いま

す。 

○議長（森本 夫君） ５番田中君。 

○５番（田中幸子君） 広報してから、あとそれが本当に据えつけられているかっていう後の調査

も大事かと思いますので、ぜひそういう部分も調べていただき、なるだけこの家具転倒防止が

つけられるように指導もお願いしたいと思います。 

 本当に東日本の大震災では、那智勝浦町もいつ来るかわからないという、こういう災害を毎
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日テレビのほうで見ていますと、本当に自分たちのところにいつ来るかわからないという不安

もたくさんありますが、やはり自分たちでできる部分、それから自治体で大きな災害を守られ

るような強いまちづくりをこれからもぜひ取り組みをしていく必要があると思いますので、町

もこれからできる限りは援助という形でお願いしたいと思います。 

 それと、この東日本大震災の地震の災害と、またもう一つ東日本大震災では、自然がもたら

した大きな災害ですが、原発の事故は起きてはならない人災であり、いまだに深刻な危機が続

いて、事故の終息は見通しもついておらず、いまだに新たな問題がまた次々と出てきていま

す。 

 この和歌山県でも関西電力が旧日置川町を原発の候補地として位置づけており、建設をあき

らめてはいません。もしこの原発が設置され、やがて来る東南海・南海地震で同じことが起き

たら、紀伊半島はそれこそ大変なことになってしまいます。仮に那智勝浦町が避難の圏外だっ

たとしても、紀伊半島の先端には人が来なくなり、那智勝浦町の観光産業も壊滅状態になるこ

とは目に見えています、世界遺産どころではないと。 

 1970年ごろに起きた勝浦古座地区への原発反対の闘いを町長さんも、それから皆さんも御存

じだと思いますが、我が党の町会議員であった阪口恒治氏が原発反対の闘いで町長に立候補

し、わずかの票差で敗れましたが、当時原発に賛成された方もいろんな意見を聞きますと、今

回のことがあって原発が来なくてよかったという声をあちらこちらから聞きます。もし福島と

同じようなことがあったら、那智勝浦町全域は10キロメートル避難区域となり、20キロメート

ルの範囲は新宮市までとなります。 

 それで、町長、今こそ関西電力に対して和歌山県民のみならず、他の候補地にも撤回するよ

うに那智勝浦の町長、代表として申し入れるべきだと思います。近隣の市町村にも呼びかけを

して、旧日置川町に原発を設置させないっていうことを強く要望したいと思いますが、町長ど

うでしょうか。 

○議長（森本 夫君） 町長寺本君。 

○町長（寺本眞一君） お答えします。 

 原発の安全性っていうのは昔から言われて、安全だと言われて今回の福島原発の事故につな

がりますと、それは災害に弱かったということでしょうけど、そういうもろもろの面も含め

て、うちとしてはそこまでの反対で、地元が賛成という場合はどうなるんかわかりませんけれ

ども、そういう面の本当に安全な施設だというようなことになるまでは、こちらも意見として

は今後ともそういう機会があれば言わせていただきたいと思います。 

○議長（森本 夫君） ５番田中君。 

○５番（田中幸子君） 今回の福島のことも含めてあります。安全と言われて、今町長が言われた

ように安全という形が崩れたこともあります。ぜひこれから私たちの那智勝浦町の住民の命を

守るということも含めて、この近隣の市町村にも呼びかけて設置をする状況にあっても、設置

しないようにという要望を強く、呼びかけを強く要望したいと思います。 

 それからもう一つなんですが、この原発にかわるものをそしたら何かということになってき
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ます。今、和歌山大学の先生などが中心となって、小水力発電などの自然エネルギーの活用を

取り組んでおられますが、今回の大地震を教訓として、町としても自然エネルギーの活用や再

エネルギーの利用を考える必要があると思いますが、町長はどういうふうに考えておられる

か、お聞かせください。 

○議長（森本 夫君） 町長寺本君。 

○町長（寺本眞一君） 国のほうも小水力発電で年間4,000キロワットという発電能力ですか、そ

ういうのを前提にいろいろ考えておるみたいですけれども、差し当たって町内では和大の先生

が来て小水力、市野々小学校にデモ機を設置して発電しております。そういった部分につい

て、最低限災害にも転用できるような小水力、２次避難場所の照明になるぐらいの電力が賄え

るような小水力発電っていうものを今後、和大の関係者の先生と協議しながら、うちでそれが

実行できるかできんかというのを今後、今検討してやってまいりたいと、そのために県のほう

も自治体と団体、それは農林水産の予算なんですけども、２分の１でその予算があるというこ

とで、それも今ちょっとうちで使えるんか使えんのかも検討して、小水力発電については、主

には農業でやりながら災害になった場合には、そういうふうに転用できるようなその箇所と

か、そういうのを今度和大の先生とできるかできんかということは検討してまいりたいと思い

ます。 

○議長（森本 夫君） ５番田中君。 

○５番（田中幸子君） 自然エネルギーということでは、その活用も含めてこれからもぜひ取り組

んでいただきたいと思います。そのためには研究も必要だと思います。 

 また、そのほかにも太陽光の利用とかもありますし、そういうことも検討していただけるよ

うにお願いしたいと思います。勝浦町の自然を使ったエネルギー活用っていうのも、この那智

勝浦町にもたくさんありますので、それをどういうふうに使うかということも含めて研究し、

実施されるように、また要望したいと思います。 

 次に入ります。 

 それでは、次は住宅リフォーム助成についてです。 

 私たちの日本共産党のこの間、とりました町政に関するアンケートで、リフォーム助成に取

り組んでほしいという声をいただきました。この住宅リフォームについては、今回が３度目の

質問に入ります。 

 住宅リフォーム助成制度は、今新しく家を建てかえるということがしたいけどもできないと

いうことで、今の住んでいる住宅をリフォームしたいという町民に自治体が一定額の補助をす

るものなんですけども、近年長く続く不況に苦しむ中小零細企業の仕事をふやし、地域経済を

活性化させる取り組みでもあります。何度も言うようですが、この制度を取り入れたところは

住民の皆さんも業者の皆さんも非常にいい制度だということで好評です。 

 少しお尋ねしたいんですけども、この町内で現在自宅待機されてる方、または離職されてい

る方ですが、結構ふえているんではないかと思うんですけども、調査されておられれば少しお

聞かせください。 
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○議長（森本 夫君） 観光産業課長瀧本君。 

○観光産業課長（瀧本雄之君） 現在、仕事をなさっていない方ということであります。 

 ハローワークに問い合わせいたしました。那智勝浦町の住民票をお持ちの方で、男の方で

155名、女性の方で168名、計323名の方がハローワークに求人の登録をされております。登録

されていない方はちょっと数字をつかめませんので、それには入れておりません。 

○議長（森本 夫君） ５番田中君。 

○５番（田中幸子君） ハローワークへ行ってもなかなか仕事が見つからないっていうことをよく

聞きます。本当に今は大変な状況になってると思います。 

 それで、この状況なんですけども、やはり少しでも働く場所っていうことでは、町のほうで

もそういう分では考えてはおられると思うんですけども、この住宅リフォーム制度なんですけ

ども、もともと地域の景気対策で、肝心なのは地域の個人消費を拡大するということで、家の

改造は、先ほど言いましたようになかなか難しいけども、リフォーム需要を掘り起こして建築

関連の業者の仕事確保につなげる住宅の助成なんですね。 

 それで、この住宅リフォームでは、関連する業種、大工さんや左官屋さん、畳屋さんとか電

気屋さん、それから屋根を直す商売をされてる方とか、配管屋さんなどがたくさんの仕事の需

要が直ちにふえてくるということなんです。それはおふろを一つ改造するにしても、おふろの

タイルをかえたり、ガス、それから水回り、そういう部分ではサッシもかえるということで、

仕事関係でどんどんふえてくるっていうことがあります。そのかかった工事全部を補助すると

いうのは大変なので、そこを那智勝浦は那智勝浦町で、例えばかかったもの何％かの助成をす

るっていうことで、ぜひ考えていただきたいと思っています。 

 ほで、これが地域での循環、景気の対策として結構よその地域でもされる分では活性化され

てるっていうことなので、ぜひそういうことを一度取り組んでみてはどうかと思うのですが、

町長どうでしょうか。 

○議長（森本 夫君） 観光産業課長瀧本君。 

○観光産業課長（瀧本雄之君） 議員最初に申されましたとおり、前回の議会でも御答弁させてい

ただいております。同じようなことになりますが、お許しいただきたいと思います。 

 私どもの那智勝浦町、森林面積が85％以上ございます。また、和歌山県におきましても同様

の数値でございます。 

 そこで、その山の宝、紀州材を活用した新築及び増築、改築も含まれます。改築の場合は構

造材、柱ですね、柱に乾燥紀州材を使ったとこについては、補助が出るという補助金制度を今

年度から始めさせていただいております。このことにつきましては、この補助金で新築の意欲

が高まるとか、そういうものではないとは思いますが、地域の産業であります林業の振興を目

的として家を建てられる、住まいの家を建てられる場合に、やはりそういう方が現在大手の建

築会社がつくる家ではなく、軸組み工法で旧来の日本家屋、それに紀州材を使っていただく

と、それによって地域の左官屋さんなり、いろんな方の経済的波及効果も生まれてくるもの

と、議員がおっしゃられておりますリフォームとは若干違いますが、そういう新築及び増築、
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改築、柱を使った紀州材のそういう事業については補助金を出して、町は本年度から始めまし

た。 

○議長（森本 夫君） ５番田中君。 

○５番（田中幸子君） 新築という関係では、そういう補助が出るっていうことはいいんですけど

も、先ほども言いましたように新しく家を新築できないっていうとこで住宅をリフォームした

い、先ほども言いましたようにおトイレ、おふろをかえたりとかちょっとしたことですね、お

トイレをかえたりとか、そういうリフォームをしたいという形のとこに補助っていうのを出し

てもらうとたくさんの方がそういう部分でおられるんではないかと思うんです。 

 町長も前回資料を寄せて、こういう制度もちょっと考えてみたいということを言われておら

れましたが、それで町長どうでしょうか、その後考えとして。 

○議長（森本 夫君） 町長寺本君。 

○町長（寺本眞一君） 今トイレの改修とかいろいろする中で、福祉関係の障害者の方とか、そう

いうのは補助制度の中でリフォームというんですか、改築、改造できるような制度もありま

す。そういったいろいろな補助制度を組み合わせた上で、そういうように取り組んでいただけ

ればなあと思います。 

 今、無差別にリフォームするから一律こんだけの補助っていうことになりますと、それはう

ちの財政上からいきますとなかなかそれは難しいと思いますので、今ある現行制度の中でいろ

いろと組み合わせてやっていただければありがたいかなあと思います。 

○議長（森本 夫君） ５番田中君。 

○５番（田中幸子君） 介護制度もされる方は、それで助成もされて手すりも含めておトイレとか

も直していただけるんですけども、この制度は先ほども言いましたように、緊急の景気対策と

して各自治体で組まれています。 

 それで、各地域で先ほど言いましたように、補助の関係も10万円から、本当に５万円から

10万円、地域によっては20万円っていう形でも補助される形もありますけれども、そういう補

助を得て景気対策、結構皆さんから仕事がどんどんふえて景気もよくなってるっていうことも

言われています。ぜひそういう取り組みをもう一度町長よく調べていただいて、また検討して

いただきたいと思います。 

 その住宅の増改築など、自治体が助成金を援助するっていうことでは、住宅リフォーム助

成、私が言い始めてからは170カ所ほど全国的に始まったんですけども、秋田県とか、県でも

こういう住宅リフォームを取り上げて実施してるとこがふえてきています。今は自治体ではも

う180カ所以上ほどふえてきてるわけですね。それで、ぜひもう一度検討していただきまし

て、この住宅リフォーム助成、一度取り組んでいただきますよう、また再度検討お願いしたい

と思います。どうですか、町長。 

○議長（森本 夫君） 町長寺本君。 

○町長（寺本眞一君） 先ほども言いましたように５万円、10万円というお金でありましても、お

金のある人までない人までっていうような形になったときに、当然それを利用できる人ってい
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うのはやはりお金のある方、それに余裕がある方が利用されることが多いかと思うんで、なか

なかそういう面で一律的っていうのはなかなかできないと思います。 

 ただ、本当にできることならそういうことも行政がするべきものなんかっていうと、なかな

かそうではないとは思うんです。自由経済の中では、やはりある面で自助努力ということをや

っていただかないと、行政がすべてを賄うということはなかなか難しいと。ただ、時と場合に

よって、これはどうしてもこういうところでは危ないじゃないかと、その人は本当にお金も何

もないというような方であれば、そういう融資制度みたいなもんをつくってできるかもわかり

ませんけども、直接的なリフォームのためにっていうのは、今は財政的にも一律的にはという

ことは無理かと思います。 

 今後は、いろいろ前回のときからまだよう調べてないんですけども、実施してある自治体が

どのような形で実施しているかということも調査して、あとそういう自治体っていうのは、う

ちの紀州材の利用する助成金とよく似ているんじゃないかなと、うちは名前は変わってますけ

ども、そういう補助っていうのは立米２万円っていう、リフォームだったらそんなに使うこと

はないかもわかりませんけども、それが３立米使うようなことがあれば６万円という形になろ

うかと思うんで、そういうような現行制度をできた以上は、そっちをまず検討して、皆さんに

こういう制度ができましたということも周知いたしまして、そしてまた耐震補強の改築すると

きの補助金とか、そういうのを組み合わせた上でリフォームという形なり、新築なりっていう

ような形を町民の皆さんも御理解していただきたいと思います。 

○議長（森本 夫君） ５番田中君。 

○５番（田中幸子君） 新築で紀州材を使うっていうとこなんですけども、この住宅リフォームは

紀州材だけにこだわらず、先ほども言いましたように大工さんや左官屋さん、それから電気屋

さんとか、たくさんのすその広がりができる仕事の請負ができるっていうことでの経済波及っ

ていうことの一つなんですね。 

 ぜひ町長、もう一度また資料など取り寄せてもらって、また私も資料もお渡ししたいと思い

ますので、ぜひまた検討されるようお願いしたいと思います。 

 それで次は、子育て支援ですが、この子育て支援についても前回学童保育のことで町長にぜ

ひ長期休みの夏休みとか冬休み、春休み、特に夏休みというのは暑い中で一つの部屋では大変

だということで、もう一つ部屋をふやしていただくよう要望いたしました。今回の一般会計の

補正予算の中で一部屋ふやしていただけたことと、それからクーラーもつけていただいたとい

うことで、本当によかったと思っています。ありがとうございます。それから、これで暑いと

きも親御さんも安心して学童に預けて仕事にも行けるというふうに思います。 

 次に、これも前回要望させていただきましたが、町内に親子で一日過ごせる公園をっていう

ことで、前回は公園の問題の中では那智高原をと町長も、それから円満地公園もあるのでとい

うことでした。この連休中なんですが、那智高原と円満地での来客っていうんですか、人数と

いうかそういう状況はわかりますでしょうか。 

○議長（森本 夫君） 観光産業課長瀧本君。 
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○観光産業課長（瀧本雄之君） 円満地並びに那智高原についての数字の報告はまだ受けておりま

せん。ただ、円満地につきましては、新茶のイベントが４月予定が連休――ゴールデンウイー

クの次の日曜日に延びた関係でかなりにぎわったよと、その報告だけで実数の数字の報告はま

だ受けておりません。 

○議長（森本 夫君） ５番田中君。 

○５番（田中幸子君） ５月の連休で遠出せず、近辺で子供たちと過ごしたいと思っても、この近

くにそういう公園がないという声を聞いたわけです。特にグリーンピア跡地に遊びに行かれた

方もおられまして、その方は田辺市の新庄公園のように遊具があればいいのにという話もされ

ていました。また、他地域では遊具もあり、またお花で人寄せしているところもたくさんあ

り、テレビを利用していろいろと宣伝行動もしてるとこもあります。その中で兵庫県の旧南光

町で今佐用町なんですが、休耕田を利用してヒマワリ畑をつくって、結構たくさんの観光の人

が来られてるっていうこともありました。それだけでも観光の宣伝になるのではということに

なると思います。旅行に来られた方にとっては、もう一つの旅行の場所になるんではないかと

思います。 

 私たちの実施したアンケートの中にも、42号線沿いにも公園があればということで、一番広

くて近いといえばグリーンピアの跡地のほうなんですけども、そこにぜひ遊具を軽く置けるよ

うなそういう公園をつくれないかと思うんですが、どうでしょうか、町長。 

○議長（森本 夫君） 町長寺本君。 

○町長（寺本眞一君） グリーンピアに遊具施設を設置せえということでございますけれども、今

開発されている部分というのは太地領がほとんどの部分で、うちのほうで言いますとなかなか

そういう遊具の設置するような場所というのは場所的に難しいんじゃなかろうかと思います。 

 そういう中で、グリーンピアは今後どうやってするかということは、グリーンピアの特別委

員会でも言いましたように、いろいろな皆さんの意見なり、またそういうことも考えながら、

できるようになればそういうこともあろうかと思うんですけど、今の段階でグリーンピアを開

放して、あと道路、下でとめられてる道路も開放して、上の駐車場まで上がって散歩できるよ

うなっていうような部分についてはできようかと思うんですけども、なかなかそういう遊具等

設備については、施設整備については、うちの領域でつけれるような場所というのはなかなか

見当たりにくいというのが現状なんで、その辺は今後の課題とさせていただきます。 

○議長（森本 夫君） ５番田中君。 

○５番（田中幸子君） 那智勝浦町の中でつけにくいと、あれは太地町の関係でも一度相談しても

らいまして、ぜひこの若いお母さん、お父さんたちが子育ての段階で一緒に遊べるような公園

をぜひ今後も考えていただけるようお願いしたいと思います。 

 あと次なんですが、子育て支援の中で、これは最後になりますが、中学校卒業までの医療費

無料化について、ぜひ来年度で予算で実現されることを強く要望したいと思うのですが、町長

どうでしょうか。 

○議長（森本 夫君） 住民課長寺本君。 
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○住民課長（寺本資久君） 中学校卒業までの医療費の無料化ということです。前回もお答えさせ

ていただいております。 

 現在の医療費につきましては、町内に住所を有する小学就学前までの子供さんを対象にし

て、個人負担分であります２割を乳児医療費で扶助して無料化ということを行っております。

その医療費につきましては約1,700万円で、県の補助対象となる２分の１が約800万円ほどあり

まして、残り900万円を一般財源で賄っておる状況でございます。 

 言われますように、６歳から14歳ぐらいになりますか、医療費になりますと個人負担は３割

ございます。所得制限を設けましても小学生で約1,100万円、中学生でなりますと400万円、合

わせて1,500万円ほど必要になってこようかと思いますけど、これは県費補助がないので全額

一般財源という形となってまいります。中学校卒業までの医療費無料化となりますと、逆にま

た医療に係る範囲も広がりまして、状況にもよりますが、県の補助対象になっていないことか

ら、多額の一般財源がこれまた恒久的に必要となってまいります。就学前までとなっておりま

す近隣の市町村の動向を見ながら、上司と相談しているところで、引き続き検討していきたい

と考えております。 

○議長（森本 夫君） ５番田中君。 

○５番（田中幸子君） このことについて、町長からも一言お願いします。 

○議長（森本 夫君） 町長寺本君。 

○町長（寺本眞一君） 課長言いましたように、1,500万円ぐらいまた余分に要ると、合計で

2,300万円ほどかかっていくと、そういうのが恒久的な財源の中でどう見つけていくか、維持

できるかということを今担当課とも検討しているところでございます。そういったもろもろの

面がクリアできれば、前回も言いましたように中学校までの一括そういう医療費無料化という

ことは考えていきたいと思いますけど、現段階では課長答弁したように、なかなかその財源と

いうことになりますと、今のところまだどうするべきかということが見当たらないので、今検

討している段階でございます。 

○議長（森本 夫君） ５番田中君。 

○５番（田中幸子君） お子さんを２人、３人、４人っていう子育てをされてる方については、小

学校、中学校、子供さんおられれば病気になったその分だけ費用もかかってきますので、ぜひ

この中学校卒業までの医療費無料化について、再度検討されるように強く要望したいと思いま

す。 

 それで、最後になりますが、町長にぜひお答えいただきたいんですが、町長には初めの一、

二年いろいろなことで本当に大変だったと思います。 

 町長出馬の際に、直接住民の声を聞くということを言われておられました。要望があったら

出向くというのではなく、できるだけ町民の方々と直接対話して、出された意見を行政に反映

していくという政治姿勢を貫いていただきたいと思います。町長、どうでしょうか。 

○議長（森本 夫君） 町長寺本君。 

○町長（寺本眞一君） 現在もそういうふうな形で努力しているところでございます。今後とも、
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そういう意味ではいろいろ私は忌憚のないとこで皆さんと話しするとこは話ししております

し、今後とも町民の意見は真摯に耳を傾けてやってまいりたいと思います。 

○議長（森本 夫君） ５番田中君。 

○５番（田中幸子君） 十分にそういうことを政治姿勢にも生かしていただいて、住民の方の声を

本当に直接聞いて反映させていただきたいと思います。 

 これで私の一般質問を終わります。 

○議長（森本 夫君） ５番田中議員の一般質問を終結します。 

 休憩します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              13時45分 休憩 

              14時00分 再開 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（森本 夫君） 再開します。 

 次に、１番左近議員の一般質問を許可します。 

 １番左近君。 

○１番（左近 誠君） なくせ想定外と、先般の東日本大震災以降は津波への不安を訴えたり、避

難所の安全性を確認したりする住民からの問い合わせが多いと言われております。 

 震災後、本町に震災後の問い合わせや内容、いろいろあったと思うんですが、内容について

お尋ねいたします。どういう問い合わせが多いかったかということですね。 

○議長（森本 夫君） 総務課長潮崎君。 

○参事（総務課長）（潮崎有功君） 問い合わせということでございますが、防災マップをいただ

きたいというものが非常に多うございました。特に細かな問い合わせというのはなかったんで

すが、防災マップをなくしたからちょっといただきたいという防災に少し興味というんです

か、災害によって那智勝浦町民も意識が出てきたかなと感じてございます。 

○議長（森本 夫君） １番左近君。 

○１番（左近 誠君） 実際、テレビ等でああいう震災がリアルに映された場合、住民の方の心配

が一遍に増大したということだと思うわけであります。 

 そこで、ハザードマップについては、３番議員ですか、午前中に申されておりましたので、

私それもう省かせていただきます。 

 それから、うちのホームページですね、ホームページに災害時の避難場所でいろいろ地区が

掲載されております。その中で朝日地区については、那智勝浦体育センター、教育センター奥

ですね、それから教育センター、旧朝日保育所、朝日区民会館、朝日公園、あの広場、これが

２次ということなんですけど、旧朝日保育所も２次避難所に入っておりますが、これはそうい

う場合、使用できるんでしょうか、どうでしょうか。 

○議長（森本 夫君） 総務課長潮崎君。 

○参事（総務課長）（潮崎有功君） 指定に入ってございません。至急訂正させていただきます。
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よろしくお願いいたします。 

○議長（森本 夫君） １番左近君。 

○１番（左近 誠君） １次避難所、２次避難所を兼ねた体育センターは、病院建てかえのため撤

去をされるわけでありますが、そうなりますと朝日地区住民及びあの体育センターは一部築地

地区の住民の方も避難所であったわけであります。 

 そこで、それが撤去されますとくすりの森山高台、また旭ヶ丘団地ということになると思う

んですけど、１次避難所のくすりの森山高台、それと勝浦にあります小坂山は風雨をしのげる

建物やトイレもないわけであります。それで、数時間、数十時間その場にとどまることも予測

されるわけであります。特にお年寄りや子供たちに大変な負担を強いると、こういう中でテン

トとかトイレですね、こういうのはやっぱりどうしても必要じゃないでしょうか。民有地をお

借りしているからなかなか実現は難しいと言われるんですけど、これはやっぱり避けて通るわ

けにいかないと、特に１次避難所、２次避難所を兼ねた体育センターが撤去されるということ

は、非常に住民にとっては苦痛であります。それについてお答え願います。 

○議長（森本 夫君） 総務課長潮崎君。 

○参事（総務課長）（潮崎有功君） 那智勝浦町内、その避難場所として指定してる場所でござい

ますが、施設、土地、それらにつきましては私有地をお借りしておるというのが数件ございま

す。今御指摘ございましたくすりの森山さんの裏の高台につきましても私有地でございます。

一応お借りしているということでありますんで、所有者から申し出があった場合は、現況復帰

して返してくださいということでございますので、施設的なものというのは難しいと考えてご

ざいます。 

 トイレの設置につきましても、通常常設しておりますと、通常に使われるということも考え

られますので、管理が難しいと考えてございます。 

○議長（森本 夫君） １番左近君。 

○１番（左近 誠君） 町長にお尋ねいたします。 

 今総務課長はそのように言っておられますけれど、現実に体育センターで避難されておった

老人、お年寄り、ほで子供たちですね。これから避難するとこがそういう場所であったら、特

に年寄りの方でしたら行きたくないという老人も出てくるんじゃないかと、最低やっぱりいざ

というたときはテントでも張って雨をしのげるとか、トイレもあるんだというようなことはど

うしても必要不可欠だと思うんですよ。これは町長としてもどのようにお考えなのか。それ

で、向こう方と何回も交渉して、それだけは認めてほしいというような熱意を持ってやられる

ことはできないんでしょうか、お答えください。 

○議長（森本 夫君） 町長寺本君。 

○町長（寺本眞一君） 小坂山にしろ、森山の裏の山にしろ、何年っていう期限のある協力の協定

ではございません。そういった中で建ててすぐ撤去というような場合もございますので、そう

いう100年単位の中の施設の維持管理っていうのもなかなか難しいかと思います。 

 部内でいろいろと検討いたしまして、簡易便所、簡易トイレを早急に避難地に、第１次避難
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所に持っていけれるような形っていう体制をつくるほうが、その間の時間というのは発生時間

帯によるでしょうけれども、そういう対応のほうが一番現実的かなというのは今考えておりま

す。 

 簡易便所というのは袋へ入れて、その袋で始末したものはどっかのボックスか何かも設置し

て、その処理っていうのは行政側がやるにしてみても、建物っていいますと、100年の間にま

たつくりかえないけない、そういったいろいろな管理の問題も出てこようかと思いますので、

現実的対応としては、簡易トイレの早急なトイレの施設のない避難所へ持っていけれるという

ような体制っていうことを今後考えてまいりたいと思っております。 

○議長（森本 夫君） １番左近君。 

○１番（左近 誠君） 実際、これ体育センター、また教育センターですね、それがないようにな

って、次に大きな地震が来たと、逃げろと言われて年のいった人を、まあ言うたら体の不自由

な方を連れていくときに、朝日地区、また築地地区の一部の方がそういうところへ逃げるとい

うことは、本当に重ねて申しますけれど、大変苦痛だと。 

 それと、例えばこれ２次避難所になっております、２次というたら津波が引いていた後あれ

するわけですね。そうした場合、朝日区の場合、これ教育センターと体育センターが１次、２

次の避難所になったったと、ところが朝日区民会館、これ大きなちょっと、津波やったら、あ

そこは余り低いほうですから、あれ無理だと思うんですよ、朝日公園、これも無理だと。そう

した場合のこれ２次避難所は見直さなあかんといった場合、どこへ２次の避難所も設けられる

のか、お答え願います。 

○議長（森本 夫君） 総務課長潮崎君。 

○参事（総務課長）（潮崎有功君） ２次の避難所ということでございます。 

 くすりの森山さん高台でしたら裏道からおりれます。福祉健康センターが２次避難場所とし

たいと考えてございます。 

○議長（森本 夫君） １番左近君。 

○１番（左近 誠君） これ天満地区の中で福祉健康センターが１次、２次の避難所になっており

ます。ここは一応メーンとして須崎区の方々が使われるということだと思うんですよ。そこへ

朝日区の方が行くと、それもいいんですけれど、広いからある程度受け入れられると思います

けれど、わかば保育所も近いんですね、あそこは開放はしてもらえんのでしょうか、どうでし

ょうか。 

○議長（森本 夫君） 総務課長潮崎君。 

○参事（総務課長）（潮崎有功君） 現在のところ、特にわかば保育園、指定はしてございませ

ん。 

○議長（森本 夫君） １番左近君。 

○１番（左近 誠君） そういうことも考えられないかと僕は提案させてもろうておるんですけれ

ど、どうでしょうか、再考のあれはないでしょうか。 

○議長（森本 夫君） 総務課長潮崎君。 
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○参事（総務課長）（潮崎有功君） 一応検討はさせていただきますけれども、福祉健康センター

と町民センターも２次の避難場所になってございます。その辺御理解いただけたらと思いま

す。 

○議長（森本 夫君） １番左近君。 

○１番（左近 誠君） うちの区民と言わず、また築地の区民の一部の方が教育センターがなくな

るということで大変戸惑っております。また、朝日区の住民の方々が災難時避難所確保に関す

る要望書というのを今皆さんが区民の方が取り組んで署名を集めているように聞いておりま

す。ですから、なるべくそういう住民の熱い思いを取り入れてほしい、このように思います。 

 次に、旭ヶ丘団地も避難所の一部だと言われておりますが、団地はあそこは住宅地ですね、

ほであそこはまあ言うたら空き地も今のところ少ないと思います。駐車場はありますけれど、

あそこへ例えば避難されたといった場合、あそこに恐らくトイレもなかったら、また民間の家

にお邪魔して貸してくださいということもあり得るんですね。 

 先ほど言いましたように、数時間、数十時間とどまらなくてはならないといったときに、そ

この住んでおられる方と逃げられて上がられた方々、そらそういう惨事ですから御理解いただ

いてトイレ、どうぞ使ってくださいと言ってくれると思うんですけど、中には心ない人もあっ

て立ち小便とか、いろいろな用をその辺でされるということも考えられるわけですね。そうし

た場合のないように、例えば今度取得されます病院の候補の土地ですね、あれ隣接しているわ

けですね。そこの空き地ですね、そこへまあ言うたら小屋なり、まあ言うたらそういう備蓄材

なりできるあれはないでしょうか。 

○議長（森本 夫君） 総務課長潮崎君。 

○参事（総務課長）（潮崎有功君） まず、旭ヶ丘団地の件ですが、ここを指定させていただきま

したのは、あくまでまず高いところに避難をするというのを基本に置きまして、その時間的な

ものも出てこようかと思いますけれども、有事の際につきましては、住民の方々も御理解いた

だけるものと思いますけれども、今後朝日区の方々とも協議を行ってまいりたいと考えてござ

います。 

 それと、備蓄の関係ですが、教育センターにありました備蓄、先ほど申し上げました第２次

避難所の福祉健康センターのほうへ持っていくようにと考えてございます。 

○議長（森本 夫君） １番左近君。 

○１番（左近 誠君） 町長も御存じだと思うんですよ。朝日の旭団地、あそこは上がりが急で

す。それと、１段、２段、３段ですか、東西に道が伸びておるわけですね。ほで、避難すると

きにそこの道路へとどまるということになりますわね。あの高いとこへ逃げろというやさか、

あそこも上りやすいし、舗装もされております。ところが、空き地っていうたら駐車場ぐらい

しかないといったときに、やっぱり道路へその逃げられた方がとどまるということになりま

す。 

 そういった点で、先ほど僕が言いましたように、病院の確保する土地、全く隣接しているわ

けですね。ほで、入り口のほうに携帯のアンテナが立っております。あの周辺もずっと町が取
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得するということで、あの辺のとこにちょっとカットしてでも倉庫なり、あれなり置くなり、

そうしてもうたほうが逃げるほうとしても、また住民のそこに住んでおられる団地の方もある

程度、何というんですか、安心して、また避難もしやすいということになると思うんですが、

町長どうでしょうか。 

○議長（森本 夫君） 町長寺本君。 

○町長（寺本眞一君） 緊急避難物資等の保管場所については、今部内でも検討しているところな

んですけども、この範囲の中で高台っていいますと町の所有地っていうのが今のとこはござい

ません。そういった中でどういうものが考えれるかっていうのも、今検討しているところでご

ざいます。 

 あと議員おっしゃるように、旭ヶ丘団地のとこに避難された方、そのときに今予定していま

す病院の建設が進んでおれば、そういうところにお年寄りとか女性の方をトイレ優先的な使い

方っていうようなことも考えれると思いますけども、そういった中で、現在は水洗トイレなん

でインフラの破壊があった場合に水も来ませんので、その辺のことも踏まえた上で、簡易トイ

レみたいなものをっていうものを充実していこうかなあとは考えております。 

 そういう意味で、そういう簡易トイレにしろ、何にしろ、備蓄食料にしろ、そういうものの

建てる場所というのはなかなか今のとこ、町の所有地では高台にないと。 

 ただ、課長も答弁してましたように、２次避難所っていうのも東北、東日本のその震災のあ

の規模で来れば、当然あの福祉センターも町民センターもっていうことになると使えるか使え

ないかわからないというような状況の中で、より高いところにそういうものを設置していきた

いと思いますけど、それは今後地区の方といろいろ御相談の上、検討し、用地取得が必要であ

ればそういうことも考えながら、今後進めてまいりたいと思います。 

○議長（森本 夫君） １番左近君。 

○１番（左近 誠君） そういう大きな災害がないことを願うわけですが、想定外を想定しなけれ

ばならないという現実がございます。ですから、またそういうことを前向きに積極的に考えら

れて取り入れてほしい、このように思います。 

 それから、地震発生時ですね、国道42号線すべて挟んで山へ逃げなあかんということなんで

すね。例えば浜ノ宮地区からずっと来て下里地区にかかるあの42号線ですね、高台へ逃げよと

いったとき、大体42号線をまたいで山へ逃げなあかんということは多いんですね。ですから、

昼間こういう災害が起こった場合、交通で走っている車が急にとまるとか、また家へ急ぐと、

早く行きたいというあれと逃げる人とのかかわりですね、交通が大混乱が予想されることもあ

ると思うんですよ。そういったことへの想定というのは考えられたことあるんでしょうか、ど

うでしょうか。 

○議長（森本 夫君） 総務課長潮崎君。 

○参事（総務課長）（潮崎有功君） 国道の停滞という事故との絡みということでございましょう

けども、これにつきましては有事の際は新宮警察であるとか消防本部、自主防災のその協力を

しながら対応をしていかなければならないかなあと感じてございます。 
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 こういう状況のときはパニック状態に陥るということもございますので、日ごろの避難訓練

を繰り返し行っていくことが大切であろうと考えます。また、東北の震災につきましても、被

害に遭われた方、車での停滞に巻き込まれて流されたということでございます。今後、もし避

難されるときはなるべく車で移動しないようにというような啓発も必要かなと感じておりま

す。 

○議長（森本 夫君） １番左近君。 

○１番（左近 誠君） 確かに車で乗り入れて、その避難地の高台に逃げるその下のとこで大混乱

で逃げれなかったという事例も聞いております。 

 そこで、先ほどにちょっと返りますけど、体の不自由な方をば、例えば連れて逃げるという

ことの場合ですね、今自主防災でもリヤカーっていうのが見直されて、いろんな制度で、例え

ば赤い羽根ですか、ああいうのをあれしたときにいただけるという中でリヤカーというのもあ

ったように思うたんですよ、補助でもらえると。だから、そういったときにリヤカーの活用で

すね、例えばお年寄りでも体の不自由な人というたら負うていくわけにもいかないと、車に乗

せるわけにもいかないと、そういった場合、リヤカーで、防災のリヤカーというのは軽いです

わ、そういうのも利用するということはどうでしょうかね。 

○議長（森本 夫君） 総務課長潮崎君。 

○参事（総務課長）（潮崎有功君） リヤカーの利用ということでございますが、私も浜ノ宮の避

難訓練に参加させていただきました。そのときに区の方がリヤカーを利用して、障害者、お年

寄りの方をそれで運搬するという訓練の中に取り入れてました。それも一つの方法かと思いま

す。 

○議長（森本 夫君） １番左近君。 

○１番（左近 誠君） ぜひリヤカーの活用というんですか、あれは軽いですし、ほいで荷物も載

せて、つい引っ張って上がれるということで、特にくすりの森山も、あそこは舗装はある程度

上がるとこしてあったんかな、ほで向こうからでも入れると。ほいで、特に旭ヶ丘団地も舗装

されたええ道なんで、リヤカーでもある程度上がれるんじゃないかと、こういうのでまたリヤ

カーの利用も啓発していただきたい、このように思います。 

 それから、よく私たち地方を回っていろいろそこらへ出てきていろんな話をお聞きします

と、特に下里地区の住民の方は心配されているのは、うちの地区は低いと、ほてそれと高台に

遠いと、特に新しく保育所ができる、また支所も隣にできると、そういったときに逃げるとい

うたときに、山へも高台も遠いんで、何とか避難タワーみたいなタワーというんですか、津波

避難タワーですね、そういうのを設置してもらえないかというような意見も多いようでござい

ます。特に避難タワーについては、地元の下里天満地区では、これ避難タワーつくられており

ますね。そういうものの、まあ言うたらもう一つ大きいものになると思うんですけれど、そう

いうのを要望もされておるようですが、当局のお考えはいかがでしょうか。 

○議長（森本 夫君） 総務課長潮崎君。 

○参事（総務課長）（潮崎有功君） 避難タワーの件でございます。 
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 下里天満に１基設置してございます。ただ、東北の震災におきまして、県の補助金をいただ

いての避難タワーなんですが、少しその内容を見直しという中に避難タワーも入っておるとい

うこともちらっと聞いており、確定じゃないようですけども、そういうことも踏まえまして、

それにかわるようなもの、もしあれば検討していきたいと考えてございます。 

○議長（森本 夫君） １番左近君。 

○１番（左近 誠君） 特に下里地区では中学校、小学校はトンネルの端にあるわけですが、あの

中学校も５メーター、どんだけですか、海抜あれは、ハザードマップのあれでは。ほで、あそ

こやったらちょっと大きいのが来たら、あそこが避難所になったるけど、あそこで大丈夫かと

いうような声もあるんですけど、その点、その下里中学校の避難所としてのあれはどのように

見られておるのか、お答え願います。 

○議長（森本 夫君） 教育次長小玉君。 

○教育次長（小玉常夫君） 学区においての避難なんですが、一応各学校、防災マニュアルを作成

しております。今回の震災を受けまして見直しておるところです。 

 下里中学校につきましても、一応運動場へ当初避難するという生徒の誘導は決めておったと

ころですが、今回の状況を見まして山が割と近いところまでせってきておりますんで、山道が

あります。それを利用して山へ逃げると、そういうような形で見直しを行っております。 

○議長（森本 夫君） １番左近君。 

○１番（左近 誠君） 特に今小・中学校について教育次長がお答え願ったわけですが、整備する

ということが余り、僕聞くたびに余り整備、山への避難路ですね、避難地になりますか、整備

されたというのは余りよく聞いてないんですよ。特に見直されたときに山への高台とか、山へ

の避難路と、ほいて避難地ですね、ぜひ進めていただきたい、このように思っております。 

 また、下里地区でも個人的に山を持っている高台ですね、山を持っている人と交渉して、個

人でつくられている方が僕２件聞きました。私は、あそこへ山の地主さんというんですか、そ

の方に話してつくらせてもろてますという方が僕２件聞きました。そういう個人でも対応して

おられる、そういう人もおられるということも、この際ちょっと報告させていただきます。 

 それから、体育文化会館のことでお尋ねします。 

 体育文化会館の津波避難ですね、利用者に啓発はどのようにされておるんか、お答え願いま

す。 

○議長（森本 夫君） 観光産業課長瀧本君。 

○観光産業課長（瀧本雄之君） 体育文化会館の避難訓練という質問でございますが、利用される

方につきましては、毎日メンバーがかわってまいります。ですから、あそこに勤務させており

ます臨時職員に避難誘導の指示、また体育文化会館研修室等々にも避難場所の、あそこは那智

中学校になっておるんですが、そこの地図を多数張らせていただいております。 

○議長（森本 夫君） １番左近君。 

○１番（左近 誠君） 例えば体育文化会館利用者は、町内の人だけではないですね。多くの人た

ちが会館内では屋内スポーツ、バレー、バドミントン、また実演会ですね、ほいでコンサー
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ト、屋外ではスポーツ少年団のサッカーとか野球とか、いろいろやられております。また、高

齢者やったらグラウンドゴルフですね、ゲートボール、そういったときに迅速に避難ができる

のかどうか、お答え願います。 

○議長（森本 夫君） 総務課長潮崎君。 

○参事（総務課長）（潮崎有功君） 体育文化会館周辺の避難ということになろうかと思います。

先ほど観光産業課長が申しましたように、１次、２次の避難場所は那智中学校、それの誘導の

看板というんですか、標識をつくってるわけなんですけども、外でグラウンドゴルフとかスポ

ーツをやってる方、その方たちのための緊急避難場所ということになろうかと思います。 

 一応了解を得てますパルスイン勝浦、隣の創価学会の会館、この建物につきましては了解を

得てますので、那智中学校への避難が時間的に困難な方、その方たちにつきましてはそのパル

スインか創価学会の会館のほうへまず避難いただけるという、誘導するということが必要でな

かろうかと思います。 

○議長（森本 夫君） １番左近君。 

○１番（左近 誠君） 消防長、ちょっとお尋ねします。 

 これ実際、これ今言われましたようにパルスインですね、それと学会の会館ですね、あれは

ちょっとぐあい悪いっていうようなあれはないんですか、ちょっとそれぐあい悪いっていうよ

うなことちょっと聞いたんですけど、それはどうでしょうかね。 

○議長（森本 夫君） 消防長小脇君。 

○消防長（小脇邦雄君） そのぐあい悪いっていうのはどういう。 

○議長（森本 夫君） １番左近君。 

○１番（左近 誠君） というのは、避難するのにはちょっと何というんかな、ちょっと聞いた、

消防関係というようなことちょっと聞いたんですけど、それは事実ではないんでしょうか、ど

うなんでしょうか。 

○議長（森本 夫君） 消防長小脇君。 

○消防長（小脇邦雄君） 避難については、別に消防関係ではないです。 

○議長（森本 夫君） １番左近君。 

○１番（左近 誠君） といいますのは、僕ちょっと聞いた話では、例えば川があそこは近いから

川どまりであって、ちょっとそういうことも関係して、適当ではないんやないかっていうよう

なことを言われたっていうようなこともちょっと聞いたんです。それはないんでしょうかね、

そういう消防関係であそこはちょっと何というんですか、川あれしたときに行きどまりか何ぞ

になるからぐあい悪いとか、そういうのはないんですかね。 

○議長（森本 夫君） 消防長小脇君。 

○消防長（小脇邦雄君） 一時的な、例えば那智中まで避難できる時間がないと、とりあえず高台

に逃げるんだということであれば十分だと思います。 

○議長（森本 夫君） １番左近君。 

○１番（左近 誠君） それから、先ほどの点にちょっと戻らせてもらいますけど、例えば利用
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者、町外、また特にイベントなんかで宿泊しながらあそこで大会を持つという人たちにパンフ

レットの作成とか、そういう啓発はやられておりますか、どうでしょうかね。 

○議長（森本 夫君） 観光産業課長瀧本君。 

○観光産業課長（瀧本雄之君） 利用者に避難場所のパンフレット等はつくってございませんが、

先ほど言いましたように壁に至るところに避難場所への地図を張らせていただいて、誘導する

場合に説明しやすいようにしております。 

○議長（森本 夫君） １番左近君。 

○１番（左近 誠君） 実は震災後、例えば問い合わせが物すごい文化会館のほうにそういう大丈

夫かとか、そういう問い合わせが多いというのも聞いております。そういった場合、借りる

人、利用者にパンフレットなり用意して、こういうとこに逃げるんですよというような主催者

側にそういうのを用意して渡すというのはベターだと思うんですけど、どうでしょうかね。 

○議長（森本 夫君） 観光産業課長瀧本君。 

○観光産業課長（瀧本雄之君） ベターという御意見ですが、もう一つ見れば過剰投資ということ

も懸念されますので、口頭、壁紙等で十分事を足りるんではないかと今のところ判断しており

ます。 

○議長（森本 夫君） １番左近君。 

○１番（左近 誠君） よそから来た人に、例えば会社の人が心配してどうですかと言ったとき、

壁に張ってあるからそれ見てもろたらええとか、そんな問題じゃないんじゃないですか。例え

ばいろんなパンフレットみたいなんつくっておって、借りたい人にはこういうもんですよとい

うて示して貸すほうがそれが親切じゃないでしょうか。 

○議長（森本 夫君） 観光産業課長瀧本君。 

○観光産業課長（瀧本雄之君） 壁に張っておりますやつのコピーについては渡したりはできます

ので、パンフレット作成等々まではしなくても、壁の掲示物と同じやつをコピーしてお渡しす

ることはできます。それはできるような体制はとっております。 

○議長（森本 夫君） １番左近君。 

○１番（左近 誠君） 町長、実際町長も言われますように、今度何ですか、新宮信用さんかな、

いろんなイベントされるというたときに、避難とかそういうこともあると思うんですよ。そう

した場合、貸す側としてもこういうことがありますよということは、親切にまあ言うたら示す

ということもあると思うんですけど、町長のお考えをお聞かせください。町長にお答えを。 

○議長（森本 夫君） 観光産業課長瀧本君。 

○観光産業課長（瀧本雄之君） ただいまの新宮信金のお話でございましたので、それについては

私どもと現場と先日も打ち合わせしております。高齢者の方がたくさん見えられるので、１次

避難場所である那智中学校に逃げるいとまが、もしないと想定される場合、事務所の２階、も

しくはらせん階段を使って３階、それも一つの手段だと、屋上まで上がりますと海抜12メート

ルぐらいになりますので、そこそこの高さは確保できると考えております。 

○議長（森本 夫君） １番左近君。 
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○１番（左近 誠君） 町長にお答え願います。 

 実は、これ42号線の新宮港ですね、新宮港にこれ避難タワー、これ出てた、私はまだ見てな

いんですけれど、避難タワー、これ屋上に50平米の最大級の避難タワーができたというのがこ

うやって載ってあるわけですが、こういった、例えば木戸浦で避難タワーは、これ僕は必要じ

ゃないんかなと思ったりもするわけですけど、町長のお考えはどうでしょうか。 

○議長（森本 夫君） 町長寺本君。 

○町長（寺本眞一君） 体育文化会館に限らず、今部内でも言ってますのは、線路沿いのねぼけさ

んとこの工場のある地域から、それから向こうへ行くと小坂山のほうに近なりますので、その

中間地点にある方たちは線路を挟んでますし、逃げるにも遠いというようなことは想定してお

ります。 

 そういった中で、町立温泉病院が移転した後、あそこの広場にそういう、この間も業者の方

が避難シェルターっていうんですか、水の浸水のないっていうようなものをこういうのどうで

すかということも説明に来ておりました。 

 そういった中で、必要かどうかというのは今後の検討課題としてやってはいきたいですけれ

ども、今のとこ県の防災の基準見直しっていうのがどのような形で見直されるのか、そういう

のも踏まえながら、８分の想定時間の中、実質逃げる時間が５分という逃げる避難時間の中

で、どの範囲まで、こういう方だったらこの範囲っていうのを円形をつくりながら調査して、

その範囲でどうしても必要となるような場合が想定できれば、そのような避難シェルターみた

いなもんっていうのも考えていかざるを得んのかなあと、そこには緊急物資も備蓄できるよう

な形になろうかと思うんで、今後はそういうことも検討してまいりたいと思います。 

○議長（森本 夫君） １番左近君。 

○１番（左近 誠君） これから体育文化会館を国体が５年後ですか、あります。そうした場合、

全国から選手並びにまあ言うたら父兄、関係者がどっさり来ます。そういったときに啓発とい

うんですか、そういうことも非常に大事になるんじゃないかと、このように思われます。 

 そこで、最後ですけれど、ちょっと町長にお尋ねします。 

 那智海岸の堤防ですけれど、北浜海岸側が今改修工事ということで、あれ８月ごろをめどに

やられるといって今かかっております。ほで、本体の木戸浦海岸側の防潮堤、今までいろんな

議員さんが皆さんこれ取り組んでおられます。これの進捗状況ですね、町長お答え願います。 

○議長（森本 夫君） 町長寺本君。 

○町長（寺本眞一君） その辺については、私就任以来、地主の方といろいろ交渉してまいってお

りますけれども、その辺の相手方との話の折り合いがついておりません。 

 御苑の裏のあたりの部分については、公有護岸ということですんなりと補強改修っていうこ

とは今進んでおります。ただ、そっから、あそこは中本の葬斎場のあたりから、うちの体文の

裏までが私有護岸ということで、その辺の土地の提供とか、いろいろ就任以来、交渉しておる

のでありますけれども、なかなか合意もしていただけないという状態でございます。今後も粘

り強くそういうことも考えながらやっていきたいと思います。 
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 先ほどの下里の江川の方の避難タワーどうのこうのっていう議員の質問のときに、あそこの

江川の護岸がちょっとできていないということで、今県とうちの担当のほうと検討して、江川

の護岸も防潮堤の整備っていうことを今考え、進めております。それはいつどうするかという

のはまだ結論は出ておりませんけれども、できる限りあそこの第１波の津波の時間稼ぎという

んですか、そういうことも含めて整備していこうかと。 

 へで、防災の基準見直しの中で、総務課長も言ってましたように、タワーっていうのは、東

日本の震災を見たときに役に立つのか立たんのかというは今議論の中にありますので、そうい

うのも含めて、今後対応でき得るようなこと、避難の困難地域については、いろいろな角度か

ら検討しながら、でき得ることはやっていきたいと思っております。 

○議長（森本 夫君） １番左近君。 

○１番（左近 誠君） これからなくせ想定外ということで、いろいろ災害が、まあ言うたら大き

な津波、地震なければいいんですけれど、そういうことは必ずやってくるんだということを忘

れないで、いろいろ我々もそれに立ち向かわなくてはならないと思います。また、行政側もな

るべく積極的にそれに取り組んでいただきたいと思います。 

 これで私の質問を終わります。 

○議長（森本 夫君） １番左近議員の一般質問を終結します。 

 休憩します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              14時43分 休憩 

              15時00分 再開 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（森本 夫君） 再開します。 

 次に、10番引地議員の一般質問を許可します。 

 10番引地君。 

○１０番（引地稔治君） それでは、町長の政治姿勢について一般質問させていただきます。 

 それでは、まず最初に町長は豊かさと優しさがあふれるまちづくりと、まずこの豊かさとい

うのは物心ともに経済的にも豊かなまちづくりなのか、自然豊かなまちづくりなのか、いろい

ろありますので、この豊かさとは何をとらえているのか、ちょっとお聞かせください。 

○議長（森本 夫君） 町長寺本君。 

○町長（寺本眞一君） 長期総合計画の後期部分の５年間の中で作成したものでございます。そう

いった中の、次のページをめくっていただいて３ページのところでございますけれども、豊か

さと優しさがあふれるまちづくりの基本というのは、基本指針１、２、３、４、５の中で考え

てまいっていきたいというわけでございます。 

 物心、自然、その他全部うちは自然的な面から環境面では整っておろうかと思います。そう

いった中での人間をはぐくんでいくと、そういうことを標榜して行政を進めていきたいという

ことでございます。 
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○議長（森本 夫君） 10番引地君。 

○１０番（引地稔治君） 豊かさとは、そしたらすべてにおいて豊かなまちづくりと、そしたら当

然町の冷え切った状況、この景気冷え切ってますね、その景気対策も十分なされると、住民の

所得も上げていただき、経済的にも豊かなまちづくりをつくっていただくと、そういうことで

すね。 

 そしたら、先ほど５番議員さんのときに、リフォーム助成のとこでこれは十分景気対策にな

るやないかと、経済波及があってどうですかというて提案なされたでしょう、すばらしい。そ

のときに、あなた自主努力で頑張ってくださいというようなことを言いませんでした。それに

対して補助金なりしてあげると、それによってそこのどこそこの町で行われた、それは非常に

住民も各企業、いろんな各種事業種ありますね、それの人にも経済波及があって、経済対策に

なったと喜んでいたでしょ、そういうとこへなぜそのときに自主的努力、民間の人たち自主的

努力をしなさいというようなことを言うんですか。助けてやってください、どうですか、そ

れ。 

○議長（森本 夫君） 町長寺本君。 

○町長（寺本眞一君） 経済的な政策の面で、行政がやるべきことっていうのは確かにあろうかと

思います。そういう中で、議員も今開いておられると思うんですけども、総論的に言ったの

は、さっき全体的なうちの持っている資源、環境の中でそういう人間のはぐくみ、育て方って

いうのがあろうか、そこで安心して住めるかというのはありますが、具体的に言いますと、基

本指針１で快適で安心して暮らせるまちづくり、それには交通体系の整備とか環境衛生事業、

都市基盤整備、公共対策事業、住宅の整備と、こういうのがございます。そういう中のことを

それは全部計画で上げて、計画でできるというわけではございませんけれども、その中でこの

長期総合計画の示しております基本をできるとこからやっていき、100％できないとは思いま

すけれども、それに近づけていくっていうのがこの長期総合計画を立てて、目標としておるわ

けでございますので、議員もこの骨子のところを見ていただければ、こういうことの中で何が

できるんか、行政が何をやっていくべきなんかっていうことを考えていただければと思いま

す。 

○議長（森本 夫君） 10番引地君。 

○１０番（引地稔治君） 答弁ちょっと長いんで簡単にしてくれたらいいんですけどね。 

 それは地域のことというか、活力あるまちづくり、基本方針２の商工業の振興を図るってい

うことに当たると思うんですけどね、この田中幸子議員が言ったやつを。そしたら、何でそこ

で自主努力で頑張ってくれって、補助金出したらどうですかって言うてるでしょう。ほんな

ら、こういうことをやろうと考えてるなら、出すことを十分検討しますとか、そういうこと、

これはなから自主努力で頑張ってくださいというようなことで、今やっているのはリフォーム

に対するやつとか、なんぞ言いましたね、木材の１立米に対して２万円とかそういうのはやっ

てますと、ほんならそれ以上、田中幸子さんが言って求めているやつにはもうしてあげないと

いうことでしょ、してあげるんですか、してあげるなら、ここのこれに書かれてるのはわかり



－113－ 

ますよ、してあげないっていうことは、これに書いてることとちょっと食い違ってませんか。 

○議長（森本 夫君） 町長寺本君。 

○町長（寺本眞一君） だから、行政でできる部分についての範囲っていうことでやっておるわけ

でございます。これをすべてやるには、とても財源的にはもつわけではございません。 

 ただ、こういうことを基本として進めていく中で、リフォームの問題についても、あらゆる

補助金制度の中で進行をしていくということでございます。 

○議長（森本 夫君） 10番引地君。 

○１０番（引地稔治君） 当然、僕もその財源は絶対必要だと思いますわ。財源なしに何か事業を

するなり何かすることできませんからね。きょう一日、皆さん防災のことも言われてました。

避難道路を整備しろとか、避難タワーですか、ほんでまた仮設トイレとかいろいろ、もうすべ

てお金がなかったら、財源がなかったらできませんよね、町長。 

 そしたら、これもそうですし、そしてこの地域の経済を活力ある経済、景気対策をするに至

ってもですよ、ただの知恵だけで、知恵も大事よ、知恵だけでお金が絶対要らんということな

いでしょ、何かするに至っても財源要るでしょう。その財源の確保というのは、町長どのよう

に考えてるんですか。 

○議長（森本 夫君） 町長寺本君。 

○町長（寺本眞一君） 当然、今うちが利用できるというんですか、使用できる財源というのは限

られております。そういった中で、その割り振りっていうのは、今23年度の予算の中でも割り

振ったのが現実でございます。それ以上、新規に産業が興って、うちが自主財源が高まってい

くっていうのも考えにくいことですし、現状のまま、その枠の中でいかなることができるかっ

ていうことを考えていかなければならないかと思っております。 

 財源云々っていうのは、新しい国のように埋蔵金とかなんとかというようなものがあれば別

でしょうけども、一小さな自治体においてはそういうこともございませんので、できるだけい

ろいろなとこの経費削減も図り、いろんなことをやりながら捻出していきたいと思います。そ

ういった面で、いろいろと先ほど５番議員が言われましたように、子育て支援の中の医療費の

無料化とかっていうようなもんも、そういう中で考えていかなければならないのかなあと考え

ております。 

○議長（森本 夫君） 10番引地君。 

○１０番（引地稔治君） 当然、どこかを削減して、その財源って持ってこなあかんのは今わかり

ますよ。具体的に町長、ほんならどこそこの経費を今削減してって言うてたでしょ。ほんで、

僕、前、町長初めて町長になられた初議会のときに、僕は人件費のところを削減してですね、

人件費、物件費をできるだけ削減して、投資的経費及び福祉に使うようにするって議員必携に

書かれてますよって言うたときに、町長、うちの町の財政はそんなにえらくないと、まだまだ

職員の給料を下げるようなことは考えてませんって言うたでしょう。ほな、そこの人件費のと

こで削減せなんだら、物件費のとこで何かを削減して、その財源を見出すってことですか。 

○議長（森本 夫君） 町長寺本君。 
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○町長（寺本眞一君） 人件費云々っていうのは別かと思うんですね。何をもって財源を捻出する

のかというのは、簡単に言えば全体的な各課の予算配分のときにマイナスシーリングでやるの

かっていうことがあろうかと思います、簡単にいけばですよ。ただ、そういうのですればどっ

かに弊害も出てくると、その中でも必要、不必要というものがあったときに、いろいろな事業

の中でいろいろなことは矛盾も出てこようかと思いますけれども、いろんな角度から見直しな

がら頑張っていきたいと思います。 

 ただ、人件費下げたさかといって、今度消費経済が、その辺の影響というのを考えると、ど

ちらが正しいんかというのは、私も経済学者ではないので、そのバランスというのはわかりま

せんけれども、議員おっしゃるようにそれを一概に下げたからといって、それが投資的経費に

回して、それがすべて経済波及が物すごく考えれるのかというのは、経済波及効果というもの

を試算できる経験もございませんのでわかりませんけれども、ただ、今の現状をいかにして町

民のためのまちづくりっていうことを考えていかなければならないのかなあと思っておりま

す。 

○議長（森本 夫君） 10番引地君。 

○１０番（引地稔治君） 何がやれば景気対策、住民の所得と、町長、那智勝浦町住民の所得って

今現在こちらわかるんですか、平均所得。この間、和歌山県のやつ何年か前に蜷川さんも前回

の一般質問の中で言うてたと思うんですけど、240万円とか、それは県がですね。那智勝浦町

の平均所得ちゅうのはどれぐらいだと考えているのか、それとも把握できているのか、わかり

ますか。 

○議長（森本 夫君） 町長寺本君。 

○町長（寺本眞一君） 基本的に240万円ぐらいかなあとは思っております、平均が。議員おっし

ゃるように、行政の平均的給与っていうのが40.3歳か４歳ぐらいで600万円ぐらいかなあとは

思います。その差っていうのは倍ちょっとあるじゃないかと言われますけれども、それはそれ

で労働条件の中の雇用の中で、それを働く者と使う側の契約の中でその賃金体系は決まってお

りますので、なかなかその辺を議員おっしゃるように極端にそれを切り下げとかということは

なかなか難しいかと思います、職員組合もありますし。 

 ただ、前からも言ってますように、いろいろな面でうちの行政が立ち行かない財政状態にな

ったときには、それ応分の職員の負担っていうことは十分考えておりますけれども、ただそこ

までいくためには、まだうちの財政ではそこまでは至っていないと、22年度でも収支でいきま

すと４億円ぐらいが残高で残ろうかと思いますので、その辺考えてもですね。ただ、これは将

来に向かっていろいろな事業をやっていく中で、それを財調なり、減債なりに積み立てて備え

ていかなければならないと、事業展開していく上では、そういうことをやっていかなければな

らないというような現実がございますので、それをもうけ使いのような形ではなかなか使えま

せんけれども、そういった中でまちづくりを考えていかなければならないと考えております。 

○議長（森本 夫君） 10番引地君。 

○１０番（引地稔治君） 町長も、そしたら県並みの町民所得が240万円ぐらいであるだろうと思
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われてると、僕はもっと那智勝浦町においては低いと思うんですけどね。ほんで、この200万

円と600万円、今言いましたね。これここの差っていうのは今十分ありますね。ほんで、国か

らその人件費の削減とかというのを言うてきたら、今は大丈夫ですけど、そのときに考える

と。 

 でも、そのときに下げられ、人件費をできるだけ削減した中で、そこで浮かせたお金を経済

対策に使う、ほんで、うち観光、水産、いろんな林業、いろいろありますけど、そこへ予算を

投じてですよ、人件費の削減したやつをそこへ投資して、それは町長、何をやってこれをやっ

たら、もう完全に地域の経済が発展するという具体的なものがあれば、当然町長もすぐなされ

ると思います。僕らも提案しますわ。ただ、具体的に何をやったら那智勝浦町民の住民の所得

は上がるんかというのはわかりませんね。でも、何かやらなかったらずんずんずんずん廃れま

すよ。 

 だから、今ですね、交付税でも地方交付税あるでしょ、地方交付税も今24億5,000万円ぐら

いでしたか、今年度。これも国、ああいう災害のもと、いつ下げられるかわからんでしょ、下

げられた時点で、うちほんなら何が下げれるんなというたら、福祉に使ってるお金とか、そん

な下げれんでしょ、ほんで投資的、建設費やいろいろああいうとこも下げるわけにいかんでし

ょう。一番道路の修繕やったらここでできるだけの間辛抱しててくださいと言うて、それを保

ってくれるんか、ほんならそのときになったら、町長、人件費減らしてしまうでしょう、どっ

か減らさなんだらあかんのですからね。人件費減らんようになったとき、そしたら僕は今人件

費の今もらってる、地方交付税もらってる、人件費もこのままある今の状態のときに人件費を

減らして、その人件費から持ってきたそのお金で地域の経済に、地域住民の所得が上がるよう

な経済対策しませんかと、ほんでこれといって、これをやったらええんやというのはわかりま

せんよ。でも、何かやって試してみやなんだらどうにもならんでしょう。何かやらな、今のま

まじゃ今のままですよ。今もやっておるでしょう。 

 でも、具体的に言うとするなら太田の米をブランド化させると、どこまでお金使うてどない

してやってるんか知りませんけど、これも成功するもんか成功しないもんかちゅうのもちょっ

と難しいですけどね。でも、何かやらざるを得んでしょう。そこで人件費のとこを削減して何

か地域経済だめですよ、よくなるようにやる気はないですかね。ほかに財源ありますか。 

○議長（森本 夫君） 町長寺本君。 

○町長（寺本眞一君） 私、経済を考えるときに、国と国とで言いますとグローバル化っていうこ

とよく言われております。その縮小版っていうのがこの地域でもあります。それは商工業の今

まで小売業が衰退していった一つの理由には、隣町の大型スーパー２店舗、そういうところで

消費されている金額っていうのがスーパーセンターで進出するときに、私も経済委員長やって

いたときですけども、那智勝浦町から16億5,000万円ぐらいがその消費に使うだろうというこ

とも言われておりました。そういった部分が、現在那智勝浦町に落ちないで新宮に落ちていく

と、そういう部分が当然うちが幾らそういう事業を展開したとこで、さらにそこが30億円の消

費額になっていくということは、何ら町内においてその辺のことは経済波及ということからい
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きますと、小売業についてはそういうことが地域を疲弊させているんじゃないかと。これが一

つの小さな島で、孤島であればその落ちた金はその島内の中で消費するっていうことが重点的

にあろうかと思うんですけども、今の状態であれば大型スーパー２店舗にそういうとこへ消費

にしていくのが現実的にあります。 

 そういう中で、何をもとに公共事業をふやすということを前提にするんかと言われますと、

公共事業でその事業がふえてその単価を上げたところで、日当が今大体１万2,000円ぐらいで

すかね、土木業の方で、それが積算根拠、物価本のあれでいきますと１万8,000円の単価とな

っておりますけれども、それを切り詰めて１万4,000円に落としたりして業者の方も努力して

くれておりますけれども、それが１万8,000円、満額でいくとその辺が一般の働いている方が

１万5,000円、6,000円という単価になっていくんか、そういう反映されていくんかということ

は、こちらのほうで担保されるかどうかはわかりませんし、それによって所得が上がるかとい

うことはなかなか考えにくいんじゃないかと。 

 そういう面も含めていろいろと経済を考えていくと、なかなか一つのことを事業としてやっ

ていくというんであれば、今経済の活性するんであれば、うちは観光客の誘致ということを目

標に頑張っておるところであり、年金の今年度では5,000人ぐらいが年金旅行の中で誘致でき

るんじゃないか、またスポーツの関係団体の協力で何千人かは年間町内の、うちはインドアの

体育文化会館関係の客が宿泊が来てくれるんじゃないか、そういったいろいろな面でやるんで

あれば、第一義的にはそういう施策をやれば、地域の主幹産業が立ち上がってくれれば、当然

そういうことが地域の経済的活性につながっていこうかと思います。ただ、そういうこともな

かなか震災後、いろいろありまして伸び悩んでいるところでございます。 

 その次に、国のほうでも言われますように、地方の中で雇用創生っていうことになります

と、介護事業の中の雇用ということでよく言われてますけれども、その介護事業の中であって

も、国は介護士に対して給与の待遇っていうことがありましたけれども、その分の手当として

増額分っていう、手当というんですか、給与の増額分っていうことで補助のあれを出しており

ましたけれども、なかなかそれがほいたら働いてる方に行き届いているかというと、公的な南

紀園とか、そういうところではそういうことは反映されておりますけれども、民間のそういう

施設のところでは、それが実際上、行われているんかというのは私もはっきり把握しておりま

せんけども、働いてる方に聞いたら、そんなんあったですかみたいなこともありました。 

 そういう中で、どこがほいたら末端に行くて、確かに５番議員が言われましたようにリフォ

ームのときに５万円、10万円という一律的なものを支給して、それがみんながやりますよとい

うてリフォームをやってくれれば現実性があろうかと思うんですけれども、なかなか一律的に

５万円、10万円出したさかといって、金のある人は申請してもらえるものをいただいて、お金

のない人は直したかっても５万円、10万円では直らないんで、持ち分が50万円、60万円足し前

するんであれば、そういうことを実行できんってなったら、もらえない人はやっぱりもらえな

いというようなことで、なかなか公平面では、そういう事業っていうのは難しいんかなあとい

うのはつくづく考えるところでございます。 
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○議長（森本 夫君） 10番引地君。 

○１０番（引地稔治君） 話が長くてちょっと理解しにくかったんですけどね。別に土木とか、そ

ういうのをふやせとか言うてません、土木事業だけふやせなんて僕一個も言うてません。ほん

で、そのしまいのほう、５万円、10万円っていうたらもっと出したったらええ。 

 ほんで、うちの観光ですか、観光に力を入れてると、ほな観光、まあまあ当然大事ですね、

観光客ふやす、あなたも100万人を目標に頑張るんやと、ほんで言いやってから初の議会のと

きは70％、80％の公約の達成率と言われてちょっと頭にかつんときたんですけどね。 

 今現在、そしたらあなた観光客動員に、観光に力を入れてると、具体的にどのようなことを

なされてるんですか。 

○議長（森本 夫君） 観光産業課長瀧本君。 

○観光産業課長（瀧本雄之君） 22年度、23年度、寺本町政になりまして少しずつではあります

が、観光協会への対する補助、特にことしは勝浦の知名度をもう一度上げるために、マグロキ

ャンペーンに対して予算をつけていただいたりしております。そして、細かいことになります

けども、観光メニュー、今までのようにお寺さんへ行って、お宮さんへ行ってお滝見て、温泉

へつかってマグロ食べて、従来ですとこういうメニューで十分事足りるとこがあったわけです

が、最近はお客様のニーズが多様化してございまして、いろんな体験をして、その中で自分を

発見したり、そういうこともありますので、それに対応できるような、いろんなメニューづく

りに力を入れるように予算づけもさせていただいております。 

○議長（森本 夫君） 10番引地君。 

○１０番（引地稔治君） それで、数字的にこれぐらい、まあ言うたら効果があったって示せるも

ん、示してもらえるもん、課長あります。 

○議長（森本 夫君） 観光産業課長瀧本君。 

○観光産業課長（瀧本雄之君） 町長になって、トップセールスということも言ってございまし

た。それで、大学の合宿誘致等も一緒に行かさせていただきまして、近畿大学を初めいろんな

大学、また卓球絡みでは名古屋近辺、大阪近辺の卓球の方の合宿といいましょうか、旅行絡み

のことで人をふやそうとして、今後、先ほども言いましたインドアのスポーツの誘致について

努力していきたいということは前から言っとります。そしてまた、町長と私との話では、こう

いうスポーツ誘致に関しては、やはりインドアしか今のとこできんけども、将来的にはアウト

ドア――野球、サッカー、そういうものも含めた施設整備も課題として考えていかなければな

らないなというふうに相談はしております。金のかなりかかるものでございますんで、今すぐ

どうのこうの話ではないんですが、そういうことも検討しつつ、誘客に努めていくように今話

し合いをしております。 

○議長（森本 夫君） 10番引地君。 

○１０番（引地稔治君） 私も観光産業課課長、優秀ですぐれてると思いますよ。そこへ地域経

済、経済対策にこの観光産業課長は大変大事なポストですよね。ほんで、そこで頑張っていた

だいていると、ほんでそこへ観光客の誘致、またいろんな地場産業の活性化のためにですね、
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知恵だけでなかなか課長えらいでしょ、やっぱりお金も要るでしょう、お金も人も要るでしょ

う。 

 町長、なるべくそういうところへやっぱり人件費の削減したとこ、そちらのほうへ持ってい

くとか、今やって、そしたら観光客１人ふえるごとに、大体観光客１人那智勝浦町へ泊まって

いただいた、そしたらどれぐらい、１人幾らぐらい、平均で幾らぐらい使っていただいてる、

幾らぐらいの経済効果があるっていうのわかります。 

○議長（森本 夫君） 観光産業課長瀧本君。 

○観光産業課長（瀧本雄之君） この観光客１人入り込みしていただくと計算、以前は２万円程度

で各ところ計算しておったようでありますが、現在は宿泊料もかなりリーズナブルと申しまし

ょうか、値引きして販売しておるような状況で、大体交通費等々すべて滞在の間で１万

6,000円ぐらいが１人当たりの経済波及効果ではないかと今思っております。 

○議長（森本 夫君） 10番引地君。 

○１０番（引地稔治君） そうしたら、うちにまだ観光だけじゃないですね、林業、漁業、農業、

ほいで多種多様な業者、土木業者さんもあり、建築業者さんもあるし、加工屋さん、いろいろ

ありますね。ほな、それに対し、その活力あるまちづくりとするために具体的にどのようなこ

とを行われているんですか、ほかに町長何かやられてます。 

○議長（森本 夫君） 町長寺本君。 

○町長（寺本眞一君） 行政が商売するわけでございません。 

 ただ、その中で若い方が私のとこへ訪れてきて話しするときには、いつも言っているんです

けれども、計画、こういうことをやったらこういうふうになるんじゃないかっていうような具

体的なもんをプランニングしてくれればですね、それに対して行政ができ得ること、やれるこ

とということを協力させていただきますということは常々言ってるところでございます。 

 ただ、それが消極的なんか積極的なんかというと、今のところうちの町では消極的じゃない

かなあというような感覚を受けます。 

○議長（森本 夫君） 10番引地君。 

○１０番（引地稔治君） ほんなら、手助けしてくれとあなたに求めに行ったら助けてくれるんで

すね。今は何も言うてきてないからしてないんやということですか。 

○議長（森本 夫君） 町長寺本君。 

○町長（寺本眞一君） すべてを手助けするっていうわけじゃない、ただプランニングできてきた

ときには、これがうちでやれるべきことはどういうことかということを検討して、それに対応

はていくということです。 

 あなたのように極端にすべてを行政がやるべきことのような物の言い方をされると、一昔前

の共産主義社会っていうんですか、社会主義社会っていうんですか、そういうところの統制さ

れた経済の中では可能と思いますけれども、あくまでも今は自由経済社会の中で当然我々は生

きておりますので、その中で自分の英知の中で考え、考案して上になっていく者はなっていけ

れるという社会の仕組みを皆さんが十分理解して、雇われて一生使われていくんか、ＩＴ産業
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を興していって、いろいろな孫さんみたいな方になるのか、それはそれで地域であったらでき

ないのかというわけじゃなくて、それは日本に住んでおる方だれでもがひとしくそのチャンス

はあろうかと思うんですけども、我々、私も凡人ですので、なかなかそういうようなわけには

いきませんけれども、そういう起業家がこの地域に出てきてくれれば、そういう面についての

手助け、行政ができるっていうようなもんがあれば、検討して行政も協力していけれようかと

思うんですけども、なかなか具体的なそういうプランは今まで出てきておりません。 

 ただ、太田の地区で今、地おこし会の方が太田中学校を改装して、その地域の農業の振興と

かいろいろな面で頑張るんやと言うてくれてることがあります。それがまた具体化してきたと

きには太田中学校を改装し、今そういう拠点として利用して地域の活性をお願いしていきたい

なあと、そういうような考えでございます。 

○議長（森本 夫君） 10番引地君。 

○１０番（引地稔治君） 町長、具体的に、そしたらですよ、観光にやったらこういうことをした

ら、これをしたら観光客もふえ、旅館とかそういうホテル等の経済対策ですね、経済対策にな

ると、水産業やったら水産業、林業やったら林業、各項目ありますね、商工業やったら商業、

こういうことを取り組んでますって取り組んでいる、具体的に取り組んでることってありま

す。何も取り組んでないんですか。その付加価値をつけるために太田の米にやっている、具体

的にどのような事業種を、それをおいしい米が、ほんでそれに対する販売、ほんだら販売でき

なんだら、売れなかったら全然意味ないですからね。それは、ほんだらそこのつくった、作物

つくった人らに、あとはもうおまえらで頑張れですか。衛星で撮って、ああおいしい米だった

ですよというて、あとはあんたたちこれに付加価値つけて販売ルートを見つけなさい。それは

当然その人たちの努力も要りますよ。ほんで、実際この那智勝浦町でも頑張っている企業、そ

ういうところありますよね。つい少ないでしょうけど、なかなかみんな今能力あり、やる気が

あっても営業が下手なのか何か知らんけど、仕事がなかなかないと、だからこの豊かさと優し

さがあふれる町って、豊かさ、まず経済的に豊かに町民がならなかったらなかなか難しいでし

ょう、本当に。 

 ほんで、ここの基本方針まだありますよ。ここに基本方針の３ですか、災害とかそういうこ

と、皆さん災害述べられたやないですか。それに対してもいろいろ提案いろいろしててくれた

やないか、それに対しても財源があれば実現したることできるでしょ、山へ登る避難路です

か、そんなん整備してくれって言ってたじゃないですか、そんなやつもですよ。 

 財源、この財源をどっから持ってくるかなんですけどね。財源確保、もう全然ほかありませ

んかね。この活力、これ豊かさと優しさがあふれるまちづくりの中にこれ書かれて、地域の活

力あるまちづくり、地場産業の育成、快適で安心して暮らせる町、交通とか都市計画とか書か

れてますね。ほんで、３番目にこの防災対策のことも書かれてますよ。全部ここまちづくりで

すよ。これするのに財源要るでしょと言ってんですよ。さっきは景気対策のこと言いました

よ、この景気対策のとこはこれ２番目ですね、基本方針２ですよ。何するのにも財源要るでし

ょ。その財源をいかにとってこれますか、人件費の削減しない、ああいうから持ってこんとど
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っかから財源、全体的にまちづくり、これ目標にするのにどこそこから財源持ってこれます

か。 

○議長（森本 夫君） 町長寺本君。 

○町長（寺本眞一君） 基本指針２の５ページのとこで抽象的ですけども、抽象的、具体的な考え

方で書かれておる、農林業の振興とか水産振興、こういうこと書いておるわけなんですけれど

も、ただ農林業については先ほど言いましたように、米の問題についても補助金を出して小学

校給食、そしてホテル、旅館への新米フェアっていうようなことも販売促進に今努力している

ところでございます。ほいで、林業につきましては、勝浦の紀州材っていうことで立米当たり

２万円の補助っていうことで振興策という、それを野方図に積み上げっていって、際限なくそ

れを、家一軒ただで町が建ててあげますとか、農業のつくった米を全部買い上げてあげますと

か、そういうことは不可能な問題なんです。 

 あなたの言うような財源を確保したからといって、そういうふうな使い方をすると、先ほど

言いましたように統制経済っていうんですか、そういうどこかが軸になって采配していく、経

済を動かしていくっていうようなことであればできるかもわかりませんけれども、行政が税金

を得てそういうのを行政運営やっていくというのが基本でありますので、その活性っていうこ

とになると、そういうことが活性すれば税収も上がり、豊かになると、その道筋の中で水産で

あれば外来船がうちは大きく左右されるので、外来船誘致にも努力しております。米でも担当

課長が焼き肉膳のとこへ行って、うちの太田米を新米、８月の早場米のとれる米を消費しても

らえないかというようなことも営業していただいておるところでございます。そういった中

で、努力すべきことは行政側も努力しております。ただ、町民側も努力して頑張っていただけ

ることはやはりいろいろなことにチャレンジし、地域の経済を活性していただくというのが基

本になろうかと思います。 

 経済活動というのは、行政が中心になって商売するわけでございません。民間の方が中心に

なって経済活動をやって、それを活性していく中でいろいろな補助金制度での国から始まって

県もありまして、そういうことを利用しながら地域は産業を振興させていっているのが現実で

ございます。そういうことで、今後もそういうものをいろいろ利用しながら、でき得るものは

やっていきたいと。 

 議員おっしゃるように、財源を職員の給与の中で削減してっていうようなことは、労働基準

法の中からしても、なかなか労使協定の中で契約っていうことになるとなかなかそういうこと

はできないと、そうする前に職員組合といろいろな行政の財政が行き詰まったときには、協議

しながら妥結していくというのが労使協定の中では基本になろうかと思います。あなたのよう

な独断的な考えでやっていけれるようなのは民主主義ではないかと、そういうのは民主主義で

はないとは思います。それは独裁国家であればそれは可能かと思うんですけれども、それはあ

くまでも民主的に運営していく日本国家であればなかなかそれは難しいということでございま

す。 

○議長（森本 夫君） 10番引地君。 
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○１０番（引地稔治君） そしたら、職員の給料についてですけどね、地方自治法の中にでもです

ね、地域、何とか書いてあったと思うんですね、地域の会社ですね、その地域の会社の給料と

か、そういうのを勘案して、何条だったかわからないんですけど、それも勘案して決めるべき

だと、申しわけないです、その何条やったか忘れたったんですわ、書かれてましたよ、自治法

の中にも、それも勘案しろと、地方自治法だったと思うんですけどね。その地域の企業のあれ

も勘案するべきやと書かれてあったと思うんですよね。 

 ほな、ここの近隣ですね、近隣の民間企業を基本とする、それも勘案して決めるような考え

はないですか。地域、近隣市町村の公務員ってありますね、近隣市町村の公務員に合わせた

ら、その平均、突出してなかったらええやないかと、そういう考えですか。 

○議長（森本 夫君） 町長寺本君。 

○町長（寺本眞一君） 基本的に、うちは県の賃金の勧告ですとか、県が決めている基準に従っ

て、うちも準じてやっているということであれば、県のそういうモデル事業所の賃金体系を見

ながらやっておろうかと思います。 

 そしたら逆に、この地域ではそういう方もないかと思うんですけれども、外資系のああいう

証券会社とか、そういうようなとこは、一昔前は何千万円ももらいよるというようなことから

比べればっていうふうになるが、上を見たら切りはないし、下を見たら後がないっていうのが

そういうことになろうかと思うんですけども、議員の言うように公務員は、このごろは争議権

を認めるか認めん、スト権認めるか認めんかというようなことも言ってますけれども、現在は

争議権等なかなか認めないでやっていく、そういう中で人事院勧告を主流にその賃金を決めて

いくっていうのが基本原則になっておろうかと思うんで、そういった面では、当然それを準じ

て守っていくのが行政側の務めでもありましょうし、働く側の身分の保障ということも当然そ

ういうところで発生してくるんじゃないかと、私はそのように思います。 

○議長（森本 夫君） 10番引地君。 

○１０番（引地稔治君） 町長の政治姿勢ですよね、町長はあくまでもそこを下げて、職員の給料

下げて、僕はこの地域の産業の経済の発展にもお金使えるやないかと、この防災のところにも

使えるやないかと言うてるんですけど、そこで下げたお金でこういうことをする気はないと。 

 ほで、人件費ありますね、これ下げたら交付税って下げられるんですか、地方交付税24億

5,000万円、下げた分だけ地方交付税が下げられるというんやったら、何したかわかりません

けどね。これ僕は知らないから聞くんですよ。下げたら地方交付税も下げられるんですか。下

げても地方交付税が下がらなんだら、そこの差額使えるでしょう、僕はそれを町長に言うてる

んですけど、町長はやる気はないというようなことなんですわ。 

 これだけ聞かせてください。地方交付税減らされるんですか、それだったら下げる必要ない

やないかということになりますけどね、それわかります。地方交付税下げられるんですか、人

件費下げられた分だけ地方交付税下げられるんですか。うちは国営那智勝浦町ですからね、３

分の２は依存財源でしょう、ほなそこの分、下げられるんですか。那智勝浦町の全体のお金が

国からもらえるやつが減るんやったら、何の効果もないですからね。 
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○議長（森本 夫君） 町長寺本君。 

○町長（寺本眞一君） 算定の基準                の中で算定されてこられて

おろうかと思います。そういった中で逆に言いますと、その基準でいただいておるものに対し

て別ルートで使うっていうことは、夕張のような状態に陥ったときには、職員も大きくその部

分を借財返済のために削減してもええっていうことで、あそこは物すごく３割とか４割とかカ

ットして今頑張っておられるかと思うんですけども、そういうような状態っていうことになれ

ばですよ、私も当然そういうことの措置はとっていかなければならないと思うんですけども、

あなたの言うのは親方が２万円の単価で請け負ってきましたと、１人の人夫賃が、親方である

あなたがおまえら１万円で仕事せえと、この１万円はわしは社会奉仕のために使うんやという

ようなことが、ほいだら現実的に起こり得るか、起こりいないかというような議論をしている

ようなもんなんで、あなたの議論としては、こちらとしてはなかなかかみ合わないというのが

見解の相違かと思います。 

○議長（森本 夫君） 10番引地君。 

○１０番（引地稔治君） 違うんです。そんなことない、地方交付税減らされるんですか、減らさ

れないんですかって。 

○議長（森本 夫君） 町長寺本君。 

○町長（寺本眞一君）                      それは全国一律な算定をさ

れておると思うんで、減らされないとは思います。その分を浮かしてとかっていうより、さっ

き言いましたようにあなたが職人を雇ってるときに２万円の日当を計算してもらってきたの

に、こっちへ来たとき１万円やというようなことを現実的にするんだったら、それはおかしな

話ということと同じような話じゃないかなあと、私は思うんです。やっぱり職人さんには２万

円のという、経費かかる分を１割引いてでも１万8,000円っていう職人の日当分を払うってい

うのが現実論的なもんじゃないかなあと。 

 ただ、あなたの言う比較対照しているのは、民間はこんだけだから公務員はこんだけだとい

うことに対しておかしいっていう話を言ってるけども、公務員っていうその制度の中で、その

職業の制度の中ではそれが現実論であります。そういうところを法を曲げて対処していくって

いうことはなかなか独裁国家ではないので難しいということを言ってるわけです。 

○議長（森本 夫君） 10番引地君。 

○１０番（引地稔治君） そしたらですよ、町長、条例でですね、職員手当あるでしょ、職員手

当、全国一律を同じ手当与えられているんですか、同じ率の計算方法ですべて手当あるでし

ょ、日本全国すべて同じ、うちだけがほかの市町村にはないけど、うちにはあるっていう手当

なり、ないんですか。 

                      

                  

                                            

                                          

－－－－－－－－－－－－－－－－ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

              －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

－－－－－－－－－－ －－－－－－ 

－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

  －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
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○議長（森本 夫君） 休憩します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              15時54分 休憩 

              16時14分 再開 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（森本 夫君） 再開します。 

        

                                            

                                          

     

○議長（森本 夫君） 10番引地君。 

○１０番（引地稔治君） それでは続き、手当のとこ言い出したとこだったので、手当のことにち

ょっと聞かせてもらいます。 

 職員手当の中で、休憩中にもちょっと聞いたんですけどね、特殊勤務手当ちゅうのあります

ね。ほんで、特殊勤務手当の中に消防手当、税務手当、ほんで難しい字で塵芥手当ちゅうのが

あるんですけど、まずこの消防手当というのは内容はどういうもんなんですかね。 

○議長（森本 夫君） ちょっと待ってください。休憩します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              16時16分 休憩 

              16時20分 再開 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（森本 夫君） 再開します。 

                                        

         

                                          

   

               

○議長（森本 夫君）                                  

                  

 10番引地君。 

○１０番（引地稔治君） それでは、続けさせていただきます。 

 先に断っておきます。当初予算のときに、３月にやれば質疑でできたことも多々あると思い

ますけど、皆様方ちょっと御勘弁のほどよろしくお願いします。 

 それでは、職員手当の特殊勤務手当なんですけど、今消防手当のことについて聞いたんで、

この消防手当ってどのような手当か、具体的に教えてもらえますか。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

   －－－－－－ 

－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

  －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

  －－－－ 

   －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

   －－－－－－－ 

   －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

  －－ 

              －－－－－－－－－－－－－－ 

           －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

  －－－－－－－－－－－－－－－－－ 
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○議長（森本 夫君） 消防長小脇君。 

○消防長（小脇邦雄君） お答えします。 

 本来、消防は公安職または一般行政職、それは市町村によって分けられておるんですけど

も、那智勝浦町の消防職員におきましては、一般行政職の給与体系をとっとります。 

 特殊勤務手当っていうのは、非常に著しく危険とか不快、不健康または困難な勤務、そのよ

うなものをなりわいとして勤務する場合は、そういうような特殊勤務を設けようというふうな

項目がございまして、その中の消防手当となっております。 

 以上です。 

○議長（森本 夫君） 10番引地君。 

○１０番（引地稔治君） わかりました。 

 そのほかのとこで救急業務費っていうのなかったですか、超勤手当の中に、それとはまた

別、まるっきり別のもんなんですね。 

○議長（森本 夫君） 消防長小脇君。 

○消防長（小脇邦雄君） ええ、全く別物です。 

 救急手当は、救急出動するごとに地区割りによって支払われております。例えば町内であれ

ば100円とか、熊野市以外、田辺市以遠は幾らだというふうなあれで、搬送の距離によって賃

金が違うようになっております。 

 以上です。 

〔10番引地稔治君「これは緊急業務費」と呼ぶ〕 

 これは救急出動手当です。 

〔10番引地稔治君「救急出動手当ですか」と呼ぶ〕 

 はい。 

 以上です。 

○議長（森本 夫君） 10番引地君。 

○１０番（引地稔治君） それでは、特殊勤務手当のほかに、あと税務手当と塵芥手当ちゅうのが

あるんですね。税務手当ちゅうのはこれ税務課だろうと思います。ほんで、この塵芥手当って

いうのは、字のごとくクリーンセンターの職員に支払われてると推測って思うんですけど、こ

の中身ちょっと教えてもらえますか。 

〔「税務ですか」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本 夫君） どっち。 

〔10番引地稔治君「税務手当と塵芥手当です。両方です」と呼ぶ〕 

 税務課長濵口君。 

○税務課長（濵口博之君） 税務手当のほうについてお答えさせていただきます。 

 現在は、庁舎外で徴収業務を通常行う職員５名について、月額1,500円を支給しておりま

す。 

 もともとこれが何でできているかと申しますと、例えば国税、税務署なんですけども、国税
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の場合は一般職の給与と違って税務職の給与というのが別にございまして、正確にはわかりま

せんけど、約１割程度優遇されているということになっております。専門性と困難性があると

いうことで、別給与体系になっているということでございます。 

 近隣では、やはり新宮市が徴収で月額2,000円、課税で1,500円、隣の太地町でもやっぱり徴

収してきた場合に１日1,000円の手当を出しているそうでございます。 

 県の場合は、庁舎外で30分以上、納税交渉した場合に１日と換算して、月に１から３日のと

きは月額4,000円、４から６日は8,000円、７日から９日は１万2,000円、それ以上の場合は上

限として月額２万円を支給しているというようになっているようでございます。 

 税務課としましては、庁舎外で徴収や滞納交渉をするっていうことは、仕事をすればするほ

ど住民には直接的に喜ばれる仕事ではございませんし、精神的に負担になることもあり、非常

に報われることが少ない業務であるようなことも勘案して、支給していただいてるんかなと考

えております。 

 以上でございます。 

○議長（森本 夫君） 住民課長寺本君。 

○住民課長（寺本資久君） 塵芥手当の関係です。 

 これも特殊勤務手当の一環でございまして、先ほど消防のほうにもございましたけど、危

険、困難というのは少しあれかもしれませんが、通常の業務と本庁に勤務する業務と違いまし

て、ごみ処理施設に勤務する職員に支給しているものでございます。 

 対象者は職員２名ございまして、月額8,000円の支給でございます。 

 以上です。 

○議長（森本 夫君） 10番引地君。 

○１０番（引地稔治君） そしたら、この税務手当っていうのは近隣市町村すべて支払われてない

という自治体はないんですね。すべて自治体、払われて、法的には支払わなければならない

と、その金額の差はあるでしょうけど、すべて支払われているということですか。 

 ほんでもう一つ、その塵芥手当に対しては、職員２名に支払われていると、そしたらそこで

働いている臨時職員とか、そういう人らにはもうこの手当ちゅうのは払われてないんですね、

ということですね。そしたら、この塵芥手当というのも法的に職員にだけ支払わなあかんもん

か、臨時職員の人らは構わんのか、ほでなぜ職員だけで臨時職員には払われていないのか、そ

れ教えてくれます。 

○議長（森本 夫君） 税務課長濵口君。 

○税務課長（濵口博之君） 詳しくすべて調べておりませんけども、市町村の条例で決めて支給す

る特殊勤務手当でございますので、そこの市町村の判断で出す、出さないは決められると思い

ます。ですから、出していない市町村もあろうかとは思います。 

○議長（森本 夫君） 住民課長寺本君。 

○住民課長（寺本資久君） この職員手当は臨時職員に適用されるもんではございません。職員２

名だけに支給されているもので、臨時職員につきましては、あくまでもその職務によりまし
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て、職務というんですか、内容によりまして賃金体系というんですか、日額あるいはまた月額

も違った形で支給されているものと思っております。 

○議長（森本 夫君） 10番引地君。 

○１０番（引地稔治君） その塵芥手当に関しては、条例で支払うようになっているものか、それ

とももう法的にうちの条例で支払うようになっているのか、それとももう法的にこういうクリ

ーンセンターで働く人には支払わなければならないと決められているもんかだけ教えてくださ

い。 

○議長（森本 夫君） 住民課長寺本君。 

○住民課長（寺本資久君） このあくまでも国のその給与の中にございます種類で塵芥手当という

ものがございまして、ほんでそれを対象とするのは、先ほど言いましたごみ処理施設等に勤

務、うちで言いますとそういった施設に勤務している者に支給しております。ですから、それ

ぞれの市町村で条例に基づき、国のそういった基準に基づき、市町村の条例を制定して支給し

ているものでございます。 

○議長（森本 夫君） 10番引地君。 

○１０番（引地稔治君） そしたら、自治体によって塵芥手当もその計算方法、条例に示された数

字によって金額が異なる場合があるという理解でよろしいですか。 

○議長（森本 夫君） 住民課長寺本君。 

○住民課長（寺本資久君） 金額もそれぞれの市町村で制定するものと、私はそのように理解して

おります。 

○議長（森本 夫君） 10番引地君。 

○１０番（引地稔治君） わかりました。ありがとうございます。 

 そしたら、条例でその支払われる金額とか、そういうのは出されていると、ほんならそこの

自治体、自治体でこの支払われる金額ちゅうのは決めれるちゅうことですね。そう理解しとき

ます。 

 そして次、超勤手当なんですけどね、この超勤手当の中で、申しわけないんですけど、消防

だけがちょっと突出しているような金額になってるので、なぜ消防だけが超勤手当突出してる

んかという、そのわけを教えてもらえます。 

○議長（森本 夫君） 消防長小脇君。 

○消防長（小脇邦雄君） 消防だけ突出してるっておっしゃいますのは。 

〔10番引地稔治君「金額が、済いませんよろしいですか」と呼ぶ〕 

○議長（森本 夫君） 10番引地君。 

○１０番（引地稔治君） 2,800万円ぐらい当初予算であったと思うんですけどね。その中で消防

の超勤手当ちゅうのが1,100万円ぐらい占められてたと思うんですよ。その各課、各課、100万

円ぐらいのとこもありゃあ50万円ぐらいのとこ、70万円とか、それぐらいの金額だったと思う

んですけど、そないに突出したとこなかった。ただ、消防だけが1,100万円、超勤手当ちゅう

のがありましたので、それはなぜかということを聞きました。 
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○議長（森本 夫君） 消防長小脇君。 

○消防長（小脇邦雄君） 出動件数とか、火災初め救助救急の出動件数、これは当初上げるときに

何件に対してどのぐらいっていう前例をもちまして上げているんですけども、その年によれば

件数が多くなったり、講習会等の、私ども例えば救急講習なんかでも、町民より多く一人でも

講習をしていただいて、例えば心肺蘇生法を覚えていただくと、そのような呼びかけをしてる

んですけども、その年によってかなり受講していただける年と、してくれない場合があるんで

す。ただ、そのときに講習を指導に行く者が当務ではなかなか行けませんので、そのかわり非

番の方に行っていただくと、そのときに超勤をつけていると。ただ、全部つけるんじゃなし

に、例えば３時間行けば１時間つけて２時間の代休を与えるというふうな形で行ってるもんで

すから、その年によってばらつきがありまして、ほかの課はちょっと私認識してませんけど

も、うちの場合も今おっしゃられるような金額が上がってるというのは、当然そのような部分

で上がってるんかなというふうに認識しております。 

 以上です。 

○議長（森本 夫君） 10番引地君。 

○１０番（引地稔治君） よくわかりました。ありがとうございました。 

 この超勤、サービス残業というのも多々あると思うんですけどね、現実的に。この残業です

ね、これに関しては各課、残業なされてると、そのときは課長命令で当然、課長命令っていう

か、課長に承諾の上で皆さん個々にやってると思われるんですけど、ほんで町長、そのときに

その残業が多い課に関してはですよ、できるだけその残業がしなくてもいいようなその人事で

すね、人数とか、そういうのも当然考えるべきだと思うんですけどね。ほかに全体的に人員の

割り振り、残業してるってことは、当然仕事が多いから残業してるんでしょう、そこにはやっ

ぱり人員が足らんからっていうんじゃないですか。そういうことも考えて、今後人事のことも

考えていただきたいと思うんですけどね、町長どうですか。 

○議長（森本 夫君） 町長寺本君。 

○町長（寺本眞一君） それは残業については各課の課長に職員が申し出て、それが課長が承諾し

たときに支給するようにしております。そういった中で、突出しているとかしていないとか、

普通仕事しているときに早く終わるときもあれば、その分差し引きしますよっていう調整はで

きませんので、あとはその各課で、このときはこれだけの時間外が必要やということを客観的

にとらえて執行していただいてることと思っております。 

○議長（森本 夫君） 10番引地君。 

○１０番（引地稔治君） それは当然でしょうね。ただ、そういうとこには人が少ないので、当然

仕事も残ってくるんでしょう。これほんだら人員が足らんから、人員っていうか、人員よりか

仕事の量が多いから残業してるんじゃないですか。ほんなら、ほかの理由で残業してるんです

か、いろんな面あると思いますけどね。 

○議長（森本 夫君） 町長寺本君。 

○町長（寺本眞一君） ３交代とかっていうような８時間勤務で区切ってやっていく場合は、そう
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いうことは可能かと思うんですけれども、例えば観光課でおって、きょうは夜の部分でこうい

う会合に出席して関係との交渉とかしていかなあかんっていう場合は、その人が、言うたらそ

の地点で交代してとかというようなこともできませんので、その部分についてはその人員がど

う、その配置がどうっていうよりも、その人が継続的に完結していかなかったらやれない部分

っていうのはあろうかと思うんです。そういった意味で、ケース・バイ・ケースもあろうかと

思うんですけども、それはあとは各課の中で、職員同士の相互間で補完し合えるものは補完し

て、時間内におさまっていくようなことを各課でもいろいろと工夫されていることと思ってお

ります。 

○議長（森本 夫君） 10番引地君。 

○１０番（引地稔治君） そしたら、仕事が残ったから夜やってるんじゃなくて、そういう時間外

にせなあかん仕事があるから超勤手当なんですね。 

〔町長寺本眞一君「わかってない」と呼ぶ〕 

○議長（森本 夫君） 町長寺本君。 

○町長（寺本眞一君） 当然やるべきことの時間内でやれなかったときに、それをあしたその仕事

を完結するに当たってですね、当然その時間まで消化せなんだらその仕事を終了できないとい

う場合は、当然超過勤務払わなければならないということになってくるわけです。それがあし

たやっても構わんのに、ちょっと超過勤務をやらせて、ここを２時間超過勤務させてくれとい

うようなことは、課長のほうでその職務の内容を実態としてつかんでおりますので、そういう

ことはなかろうかと思っております。 

○議長（森本 夫君） 10番引地君。 

○１０番（引地稔治君） わかりました。ありがとうございます。 

 そしたら次に、期末勤勉手当について質問させていただきます。 

 これ僕、前、何年か、何年いつやったか、うちは期末手当と勤勉手当と一緒にされている

と、ほんでその勤勉手当に対してはこの議員必携には勘案して支払いなさいと、勘案しなさい

と書かれてますと。でも、そのときはどう勘案してるんですかと言うたら、いや、皆さん一律

ですと、差はありませんっていう説明やったと思うんですけど、これ勘案して支払うべきと書

かれている以上、勘案して支払うべきじゃないんですか、今はどんなんですか、すべて支給率

が、支給率ちょっと申しわけない、知らんのですけど、1.何カ月分とか、0.何カ月分っていう

のが決まってる、その限度額支払われてるんですか、限度額いっぱい払われてるんですか。 

 勘案すると言うから、まあ言うたらゼロの人もこの勤務手当に対しては、0.何カ月分ってい

うのはあるんですが、ゼロの人もありゃあ10の人もあると、１の人も２の３の人もこういうふ

うに勘案して支給されてるんですか、それを聞いてんです。 

○議長（森本 夫君） 総務課長潮崎君。 

○参事（総務課長）（潮崎有功君） 期末勤勉手当の関係でございますが、その仕事ができる、で

きないというふうな関係ではなくって、役場に勤めた日数ということですんで、ほとんどの方

が、よほどの事情がない限り100％、条例で定める率で支給されるということになってござい
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ます。 

〔９番橋本謙二君「９番、議事進行」と呼ぶ〕 

○議長（森本 夫君） ９番橋本君。 

○９番（橋本謙二君） まあ御自由なんですけど、その政策についての質問でやるのは結構ですけ

ども、いろんな手当とか、そういうものをここでやりとりするのは、議長いかがなもんです

か。政策について議論するのは結構ですけども、いろんなことについては例規集を見たらかな

りのもん出てますよ、私も一々覚えてませんけどね。だから、政策についての論議をやってい

ただいたらいいんですけども、今やっているその手当とか、そういうことについてどうこうや

るのはちょっとふさわしくないと思うんですよ、この場になじまないと思うんです、一般質問

には。政策の上の論議をやってくれたらいいんですけど、そこら辺ちょっと議長のほうで整理

してもらいたいと思います。 

○議長（森本 夫君） 発言者にお願いします。 

 今の議事進行に言われるように、そういうふうな施策のなにをしていただいたらと、こうい

うふうに思いますので。 

〔10番引地稔治君「わかりました」と呼ぶ〕 

 10番引地君。 

○１０番（引地稔治君） いや、勘案して支払うべきとされているのに勘案しているんですかと聞

いてるんですよ。ほんで、勘案するのに今日数…… 

〔「条例に書いてある」と呼ぶ者あり〕 

 条例って議員必携に書かれてますね。 

〔「議員必携なわけないで」と呼ぶ者あり〕 

 ほんだら、これはそしたらすべて一律、さっき日数って言いましたね。日数で休みをとって

いる、休んでる人は少ないんですか、それとも自分のいただいてる休み以外に休んでる人は絶

対ないと、半年間の間で病気で休んでるのにそれもすべて払われていると、そういうことはな

いんですか、これちょっと悪いですかね。 

〔９番橋本謙二君「議長に聞いてください、僕は議長と違いますん 

              でね」と呼ぶ〕 

○議長（森本 夫君） ９番橋本君。 

○９番（橋本謙二君） 私、議長と違いますんでね。発言者のことについてやめよとか、そんなこ

と言いないんです。僕は議長が議長として論議をさばいていただきたい、それには一般質問と

いうのは政策についてどうこうやるのが本来であって、条例があって規則があって、それに基

づいてやってるわけですから、そこへ向いて踏み込んでやられると、決まったことについて、

自分がそしたら例規集なり何なり、あるいはわからなんだら個人的に聞いたらいいわけなん

で、ここの場でやるのは政策について論議していただきたいなあと、そういうことを議長にさ

ばいてもらいたいと、こう思ってますんで、御自由ですよ、発言は。議長の僕は権限で言って

るんです。 
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○議長（森本 夫君） 今の議事進行のとおりです。そのような質問を行っていただきたいと、こ

ういうふうに思いますので。 

〔「引地、あのね、期末勤勉手当は今こういうことで支給されやる

けど、一律に支給するのはおかしいと言やあええ」と呼ぶ者あり〕 

 10番引地君。 

○１０番（引地稔治君） 今の期末勤勉手当なんですけど、この勤務手当に対しては一律に前、支

給されてると言いましたね。今でも一律に支給されてるのなら当然おかしいと思います。ほん

で、それに対して勘案するのに、その査定すべきだと思うんですよ。査定する、評価する基本

となるものがつくられているものか、そういうものは現在ないんですか、町長。 

○議長（森本 夫君） 総務課長潮崎君。 

○参事（総務課長）（潮崎有功君） 評価制度のことだと思います。 

 何年か前に一度試したことはございますけれども、それを実施はしてございません。 

○議長（森本 夫君） 10番引地君。 

○１０番（引地稔治君） なぜ実施しないんですか。 

〔「この答弁、町長やなあ」「町長ええ、町長がええで」と呼ぶ者 

              あり〕 

 町長ですね、なぜ実行してないんですか。 

○議長（森本 夫君） 町長寺本君。 

○町長（寺本眞一君） 実施するとかせんとか、勤勉っていうことに対して認識はどのように持っ

ていくかということなんでしょうけれども、私も別に職員の味方するわけではないんですけれ

ども、職員によって能力の差はあろうかと思います。その勤勉っていうことは、職務に精励し

てまじめにやっているということを前提に考えた場合、ふまじめにしやる人間っていうのがな

い、ただずば抜けて能力のある人間は、その人間よりかはるかに仕事しやるかもわかりません

けれども、その個人にとって勤勉でやっておれば、それを差をつけるということも、能力主義

で一定そういう評価制度がほんまに客観的な評価ができるようになれば、そういうことは可能

かと思うんですけれども、なかなかその評価する人間自体、どういうふうな形っていう点数評

価していくのか、そういうことが難しいかと思いますので、職員にとっては職務意欲を上げて

いただくためには、そういうことは一生懸命やっていっていただいているということに対して

は敬意を払って、そういう支給もあろうかと考えます。 

○議長（森本 夫君） 10番引地君。 

○１０番（引地稔治君） いろんな考え方あるでしょうけどね。評価してあげる、まじめで大変頑

張ってる職員の人、そういう人のためにも評価したるべきじゃないですか、評価の差がなかっ

たら頑張ってる職員の人、かわいそうですよ。 

 これから先どうですか、その評価するために評価して、その評価、査定する、まあ言うたら

基本となるものをつくろうとか、そういう考えはございます。それとも、そのままずっと行く

つもりですか、あなたの考えです。 



－131－ 

○議長（森本 夫君） 町長寺本君。 

○町長（寺本眞一君） 能力とかそういう面を言い出すと、あなたは職人さんでありましょうか

ら、大工さんの仕事をしてそれを評価されるということもないんで、役場の職員は行政職の中

でいろいろな職場を勤務しながらやっておるという中で、それは戸惑うこともあろうかと思い

ますし、それに対していろいろ評価をつけていくっていうのは、ほいじゃそのときにずっと入

ったときから同じ職場だというんならやりやすいかもわかりませんけれども、その比較対照っ

ていうのは、ここで３年おった人間と１年目の人間とということになると、当然この３年の人

間っていうのは勤務の評価が高いと、この人はこの分野と、そういうかげんっていうものがな

かなか評価しにくいんじゃないか、ただそのときはどうやるかていうのは、やはりその人間の

勤勉性を見たときに、努力しているのか、それをまじめに職務をこなしているのかというこ

と、それが各課の課長が監督しながらですね、その評価を出していくっていうんか、それが一

律的っていうんですか、そういうのが現実的じゃなかろうかなと。 

 ただ、ほんまに客観的にそれが出せるんだったら、いっとき教員の場合だったら、ランクが

Ａ、Ｂであったら皆Ｂで一律だとかというようなときもあったと思うんですけども、そういう

ような感じで、公務員で突出してできる人間というのは、ほいだらこの人はできるから２割増

しの給与を支給するのかということも、規定上はその職階の職級によって決めているというこ

とになれば、それの基準でボーナス査定もやっていくということになろうかと思います。だか

ら、それを公平、不公平っていうよりも、公平性を保つというのは、仕事できる人間について

は愚痴があるかもわかりませんけれども、現行ではいたし方ないのかなあと、そのように思い

ます。 

○議長（森本 夫君） 10番引地君。 

○１０番（引地稔治君） でも、これ評価すべきでしょう。評価しなかったら一律条例で決められ

てるのかしれませんが、これもう上限いっぱいですよ、もう上限いっぱい支払われてる。そら

あ勘案しにくいというたらしにくいんかも、評価しにくいっていうたらしにくいんかもわから

んですけど、ノルマがあって、それ達成したのか達成してないかっていうのやったら評価しや

すいですね、一般企業。でも、一般企業の中でも総務みたいなとこありますよ、総務課みたい

なとこ。そういうとこもやっぱり評価はだれかしてるはずですよ。評価して、そのボーナスの

査定、評価ちゅうのは絶対してると思いますよ。うちの子、自衛隊行ってるんですが、自衛隊

でもボーナスに対してはこの評価あるって言ってましたよ。ああよかった、今回これだけくれ

たあったんやてありますよ。評価しにくいとこでもそうやって評価してます。うちだって評価

できんことないでしょう。だから、その評価を今評価して10なんか、評価しにくいから10なん

ですか、どっちですか。 

○議長（森本 夫君） 町長寺本君。 

 時間延長を行います。 

〔16時53分・時間延長〕 

○町長（寺本眞一君） 評価しにくいというのは現実やと思います。 
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 ただ、自衛隊の場合、どうのこうのと言ってましたけれども、何を基準で、100メートルを

10秒で走ったらええのか、12秒で走ったらええのかというような基準ならはっきりしますけど

も、行政職の仕事って、これをやり切って一日のこのスケジュールということを消化しなくて

は一日が終わらないっていう職でもありません。いろいろな間に挟まってきて、それもこなし

ていかなければならないようなことをやって、現実的には動いてるわけですから、そういった

中であなたの言うように職人でおったら一目でわかるかもわかりません、ペンキ塗るのが下

手、上手っていうのはわかるかもわかりませんけども、なかなかそういう評価っていうのは、

ただ能力っていうことになれば、そらおのおの千差万別なところあろうかと思いますが。 

○議長（森本 夫君） 10番引地君。 

○１０番（引地稔治君） 町長、そしたらお願いですわ。評価しにくいでしょうけど、評価できる

かどうか、ちょっと検討してみてください。検討もする気がない、それとも評価できるもん

か、検討でもしてくれるようにちょっと努力してください。もう返事はいいですわ。 

 ほな次に、しまいに最後に、うちの指定銀行なんですけどね、紀陽銀行にうち指定銀行して

ずっとなんですわ。だと思うんですけどね。ほかの自治体で紀陽銀行と、名指したら悪いな、

ほかの銀行、一つの銀行にせずにほかの銀行とリンクしているというところがありますよね。 

○議長（森本 夫君） 10番、あんたのこの一般質問の通告にはないんですよ。 

〔10番引地稔治君「入ってなかったです。なかったです」と呼ぶ〕 

 ですから、発言を中止してください。 

〔10番引地稔治君「はいはい、わかりました」と呼ぶ〕 

 10番引地君。 

○１０番（引地稔治君） わかりました。 

 それでは、これで私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（森本 夫君） 10番引地議員の一般質問を終結します。 

 お諮りします。 

 本日の会議はこれで延会したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本 夫君） 異議なしと認め、本日はこれで延会することに決定しました。 

 延会します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              16時56分 延会 


